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〔開会の宣告〕  

遠藤洋路 教育長 令和６年９月定例教育委員会会議を開会いたします。 

  

〔会議の成立〕  

遠藤洋路 教育長 本日は、私のほか４人の委員が出席しておりますので、この

会議は成立しております。 
会議録署名人は、澤委員と私とします。 
本日の会議の内容につきましては、会議日程のとおりです

が、招集通知後に追加で協議をお願いしたい案件が発生したた

め、案件を追加しております。当該案件は、議第５６号 臨時

代理の報告についてです。 
  

日程第１ 前回会議録承認 

遠藤洋路 教育長 ８月２２日開催の令和６年８月定例教育委員会会議録を各

委員のお手元に配布しております。この会議録を承認すること

に、ご異議はありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 

異議なしと認め、前回会議録を承認することに決定します。 
 

 

日程第２ 事務局報告の件 

・（１）事業・行事等報告について 

 

《資料机上配付》 

 

西山忠男 委員  台風の影響で始業式がずれ込んだと思いますけど、その分の

授業の手当等はどうされるんでしょうか。 

 

松岡美幸 指導課長  今回の延期になった分の授業の時数ということでございます

か。 

 

西山忠男 委員  はい。 
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松岡美幸 指導課長  別日にまた授業日を設定するということは考えておりません

で、授業の内容、ちゃんと履修すべきことが終わればそれで問

題ないというふうに考えております。 

 

西山忠男 委員  分かりました。 

 

遠藤洋路 教育長  ほかになければ本件は以上といたします。 

 

 

日程第３ 議事 

・議第５５号 熊本市立野外教育施設運営協議会の委員の委嘱について 

 

《原口琢哉 地域教育推進課長 説明》 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

・議第５６号 臨時代理の報告について 

 

《福田衣都子 学校教育部長 説明》 

 

西山忠男 委員  これが最近報道されている案件だと思いますけど、解釈の問

題でもあったような説明も見るんですけど、実際のところ、ど

うだったんでしょうか。要するに個別の教科ごとの問題だから、

積算すれば４，０００万超えるけど、個別には少額なので、議

会にかける必要はないという理解だったのかなと思っているん

ですが、それはそうではなくて、議会にかけなきゃいけなくな

ったというのはどういう考え方なんでしょうか。 

 

福田衣都子 学校教育部

長 
 今回のことに関しましては、契約が４，０００万円以上の場

合は議会にかけるとなっておりますが、これまで教科ごとや学

年ごとに目的が違うという整理の中、慣例的に議決を経ずに購

入していたというところでございますが、改めて見直しを行っ

たということでございます。 

 

西山忠男 委員  ほかの自治体の対応が全国的にも今問題になっていますの

で、熊本市の対応としてもこれまでの整理じゃなくて、やはり
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議会に諮るべきだというふうに改めて整理し直したということ

ですね。分かりました。 

 

遠藤洋路 教育長  ほかにないですか。よろしいでしょうか。 

 では、ほかになければ採決を行います。 

 議第５６号 臨時代理の報告について、ご承認いただくこと

にご異議ありませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声） 

 

遠藤洋路 教育長  ご異議なしと認めます。 

 議第５６号については原案のとおり決定いたします。 

 

 

〔採決〕  【原案どおり承認された】 

 

 

日程第４ 協議 

・協議（１）藤園中学校・城東小学校 魅力ある学校づくり基本計画（素案）について 

 

《朽木篤 教育改革推進課長 説明》 

 

西山忠男 委員  これは２ページですかね、事業スケジュールのグラフがあり

ますけど、従来手法の場合とＰＰＰ／ＰＦＩ手法の場合の比較

がなされていますけど、それぞれのメリット、デメリットをも

う一度教えていただけないでしょうか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 基本計画の素案の３０ページ、通し番号ですと３９ページの

１番下の工期に書かれているように従来方式、ＰＦＩ方式、デ

ザインビルド方式とともに比較検討しているところです。 

 従来方式になりますと工程の短縮が限定的になる可能性があ

り、ＰＦＩなるとノウハウを生かして工期の短縮ができる可能

性がありますが、今の予定では同じようなスケジュール感とな

っております。 

 

西山忠男 委員  工期はそうだと思いますけど、コストの面で、ＰＦＩの方が、
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コストが削減できるんじゃないかという気もしますけど、その

点はいかがですか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 その辺も含めまして、今、導入可能性調査も同時に行ってお

りますので、その結果を見て判断したいと思っております。 

  

澤栄美 委員  単純な質問みたいな感じになるんですけど、施設規模につい

ての面積と割合を教えていただいていいですか、１ページの。

これから、計画をしていくのに、どうやってこれは出されてい

るのかなというのは。どんなふうにして出すんですかね。とい

うのは、自分も関係があるので、カウンセラー室を共用化とい

うのもあって、どういった具合の内容でこういうことが決めら

れて、面積がこんなふうになるというふうに計算して出される

のかなというのを知らなかったので、教えてください。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 それぞれの諸室を、現在の小学校と中学校にある諸室を比較

しまして、共用化できるところは共用化します。ただ、それぞ

れ残すべきものは残すという形で整理を行っております。 

 カウンセラー室につきましては、今、現行では１教室しかな

いものを小学校、中学校で１部屋ずつ、増えるような形で今計

画を立てております。 

 

澤栄美 委員  共用化と書いてあったので、今２つあるものを１つにすると

いう意味かなというふうに思ったので、ちょっとそこに反応し

てしまったんですけど、大体このくらいの部屋数になるよねと

いうところでこの面積を出していらっしゃるということです

ね。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 そのとおりでございます。 

 

澤栄美 委員  分かりました。ありがとうございます。 

 

遠藤洋路 教育長  私から１点質問ですけど、これ、今素案というふうになって

いますけど、素案といいながら結構な何十ページかページ数が

あるんですけど、これ実際の計画という段階になると、どのぐ

らいの分量になるのか、ちょっと教えていただけますか。 

 

朽木篤 教育改革推進課  今、基本計画の素案としておりますけど、天明をベースに考
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長 えると、ほぼこれが基本計画の形になるかと考えております。 

 

遠藤洋路 教育長  なるほど。じゃ、素案といいながら、最終案もそんなに変わ

らないものになるという。これから修正する部分は修正するん

でしょうけど、分量が大きく変わったりということは予定して

いないということですね。 

  

朽木篤 教育改革推進課

長 
 先ほど申しましたアンケート等で、民間事業所に事業費がこ

れで適切なのかとお聞きしますので、その点は変わる可能性が

あると思いますが、分量等はこれと変わらないと思います。た

だ、基本計画とプラスして導入可能性調査というのはまた別冊

で入ってくるということになります。基本計画そのものはこれ

とはあまり分量は変わらないと考えております。 

 

西山忠男 委員  もう一度、ＰＦＩ方式についてお尋ねいたしますが、現在進

んでいる事業で、ＰＦＩでやっているのがありますね。たしか

金峰山もそうでしたっけ。それで、実際にＰＦＩ方式を採用し

てみてどうなのか。そのあたりはどうなんでしょう。従来手法

と比べてメリットを感じておられるのかどうかという点で。 

 

原口琢哉 地域教育推進

課長 
 私のほうで、比較というのがなかなか難しいところはありま

すが、民間企業とやりながら、ノウハウが非常にたけていらっ

しゃるということや、資金面のいろんな手続と、またいろんな

専門チームが集まって合同運営会社で協議をしておりますの

で、そういった面に関しましてはＰＦＩ事業というのは活用に

よっては効果的だなというふうに感じております。 

  

西山忠男 委員  私も大学の改修工事のときにＰＦＩ方式をやってもらった経

験で、非常にサービスがいいんですよね。改修後１０年間はず

っと維持管理をその会社が担当して、それで非常に快適に過ご

すことができて、それから、やはり当初予算が従来方式だと一

遍に投入する必要がありますけど、ＰＦＩだと少しずつ払うこ

とができるとか、いろいろメリットがありますので、十分精査

されて、いい方法を選んでいただければと思います。 

 

澤栄美 委員  １ページ目に、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案というのがあって、私が見

た意見を一つ申し上げると、あおば支援学校との交流というこ

と、それと武道場や大体育館の距離とかを考えたときに、私は、
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やはりＡ案が支援学校との交流をするのにも近いし、武道場と

かにも行きやすいし、これがいいような気がするなと思って見

たところです。 

  

朽木篤 教育改革推進課

長 
 先日の教育委員会会議の中でも同様のご意見が出ました。地

域にご説明しても、Ａ案がいいという意見が多かったため、今、

Ａ案のところを黒囲みしているところでございます。 

  

遠藤洋路 教育長  その分、金額が高くなるということですね。 

 理想的なものほど高いということなのかもしれません。これ

はあれですか。どうやって決めるんですか、Ａ、Ｂ、Ｃのどれ

にしようというのは。 

  

朽木篤 教育改革推進課

長 
 今のところ、Ａ案でアンケート調査を行いたいと考えており

ます。前回の教育委員会議の中でも、Ａ案がいいということで

ご意見いただきましたし、地元からもＡ案のほうがよいという

ご意見をいただいておりますので、今のところＡ案のほうで進

めておるところです。 

 

遠藤洋路 教育長  これは３月に議決する計画で、もしＡ案でいくならもうこの

Ａ案だけが載るという、そういうことなんですか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 基本計画の中では３案をお示しする形になると思います。た

だ、事業費の積算とかについてはＡ案をベースに考えていきた

いと思っております。 

 

遠藤洋路 教育長  そうすると、いつ絞るんですか。どこかの時点では決めるわ

けですよね、当たり前ですけど。 

  

朽木篤 教育改革推進課

長 
 基本計画を出す段階ではもうＡ案のほうで決定して、まずは

事業者の中で、この後、契約がありますので、その中でも提案

方式になると思いますけど、形としてはＡ案をベースに提案し

ていただくという形になると思います。 

 

遠藤洋路 教育長  基本計画というのはこの３月に決定する計画で、Ａ案と決め

るんだけどＢとＣも書いておくという、そういうことなんです

か、さっきの話だと。 
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朽木篤 教育改革推進課

長 
 Ｂ案とＣ案も掲載はいたします。検討段階の資料として、Ｂ

案とＣ案も掲載しております。 

 

遠藤洋路 教育長  Ａ、Ｂ、Ｃ検討した結果、Ａにしますというのが計画で決ま

るのか、それとも、さっきの話だと業者の案、出てきたものを

選んだときに、初めてＡに決まるのか、その辺がよく分からな

かったんですけど。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 計画の段階で、どの案かというのはお示しをします。今の段

階だとＡ案ということになると思いますけど、３月末の時点で、

Ａ案が一番今のところいいということで、Ａ案を計画の段階で

入れたいと思っています。 

 

遠藤洋路 教育長  いや、つまりどれが一番いいかという優劣というよりも、最

終的にＡ案に決めるのはいつなんですかねという、そういうこ

とです。 

 いや、だって、できるまで決まらないわけじゃないですよね。

もちろんできたときには決まっている。どの段階なのかという。

一つに決まったかなと思って。 

 

内村智 学校施設課長  最終的な決定は、実際の事業手法によって変わってくるのか

なというふうに思っております。先ほどご提案したＰＦＩ方式

ですと、ある程度の柔軟性を持たせた業者からの提案、仮に余

剰地が出るような形であればそれを含めた提案という形で、こ

ういったスタイルでというのもあるでしょうし、また直営とい

う形、従来方式のやり方というふうに決まれば、それは当然、

もうこちらのほうでこういうふうなサイズで造りますというの

で設計に入っていくという形になるかと思います。 

 ですから、事業手法のほうがある程度固まった段階で、どう

いった形でやるかというのは最終的に決まっていくのではない

かというふうに思っているところでございます。 

  

遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 私が質問した趣旨は、Ａ、Ｂ、Ｃ、それぞれの案によって予

算の規模も結構違うわけですよね。だから、幾らぐらいになる

のかというのは、いつ頃それがはっきりするのかなということ

なんですよね。なので、これがもう今年度中に、３月に大体の

予算規模が決まるのか、それとも業者に出してもらってからで
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あればその先になるんでしょうから。ただ、あまり後まで７５

億なのか６６億なのか分からないという、それもどうなのかな

というふうに思ったんですけど、どの段階で予算がはっきりす

るのかなという。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 この後に説明があります天明の例ですと、基本計画の段階で、

６６．５億円ということをお示ししております。その中でデザ

インビルド方式等を取って、業者から提案があり、最終的には

契約額は６０億６００万という形で契約を結んでいるという同

様の流れになると思います。基本計画の段階でＡ案として、こ

の７４．８億と出すかどうかは今から市場調査をしてみないと

分かりませんが、一回はお示しするという形になると思います。 

 

西山忠男 委員  私も決めるプロセスがよく分からないんですけど、市議会に

はかけないんですか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 ２ページのほうにもございますけど、１２月議会に素案の報

告をさせていただきまして、３月にも案の報告をさせていただ

く予定です。 

  

西山忠男 委員  市議会にこの案を示したら、当然もう安いのでいったらどう

かという意見が出てくると思うんですけど。ですから、我々の

意見が通るのか、それとも市議会で覆る可能性があるのかとい

うのは、その辺はどうなんですか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 そこはＡ案、Ｂ案、Ｃ案、丁寧にご説明をして、Ａ案がいい

ということでご報告させていただきたいと思っております。 

 

西山忠男 委員  報告はいいんですけど、市議会にはそれを覆す権利があると

思うんですよね。だから、予算が厳しい折、しかも市庁舎も建

て替えなきゃいけないという状況の中で、少しでもやっぱり安

いほうがいいんじゃないかという意見は当然出てくると思うん

ですよね。そのときはもう市議会の決定に従うということで、

仕方ないんですよね。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 またご意見を承りまして、検討してまいりたいと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  基本計画を決めるのは教育委員会ですよね。ただ、予算を決
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めるのは議会ですよね。予算は何年度の予算になるのか分から

ないですけど、もうちょっと後になるわけですよね、実際の予

算は。なので、基本計画としてはこういう形で７４．８億なら

７４．８億という基本計画をつくって、それを決めるのは誰で

すかといったら教育委員会が決めて、議会にはこの案を報告を

するという、そういう形に今年度はなっていて、ただ実際に、

いや、それじゃ高いでしょということであれば、予算を出した

ときに、いやもっと安くできるよねということはあるのかもし

れませんけど。 

 ただし、議会も必ずしも安いなら安いやつにしろということ

ではないと思うんですよね。どれが一番いいかという、値段と

当然、教育施設としての、学校施設としての機能とか、それを

考えてどれがいいかという判断だと思うので、必ずしも安い、

一番安いのにしろということにはならないように思います。 

 天明のときも幾つか案はあったと思いますが、議会で安くし

ろという、そういう話はなかったように記憶していますけどね。

もちろんそれは市の行政をチェックする役割は議会になります

から、それは高過ぎるだろうということであれば、高いという

指摘はあるかもしれません。今までの感じで言えば、とにかく

一番安いのでやれという、そういうことではないように思いま

す。 

 

小屋松徹彦 委員  まず、このＡ案、Ｂ案、Ｃ案の中で、我々としてはやっぱり

Ａ案が一番配置的にはいいなという結論を出したわけですよ

ね。それに基づいて、Ａ案ならＡ案にした場合の費用はどうな

っているかと見ると、結果的に違うのは仮設校舎の費用であっ

て、そのほかの費用はもう一緒ですよね。なので、ここでもっ

て結局Ａ案で決まれば自動的に、もう高かろうが安かろうが、

仮設は必要なので、もう７４．８億に行かざるを得ないという

ことになるんだろうと思うんですよね。 

 もう一点は、先ほどの手法の違いでこの金額がまた変わって

くるということがあり得るのかどうか、そこだけちょっと教え

てください。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 手法が違うと金額が変わるケースはあると思います。それを

導入可能性調査のときにお示ししたいと考えております。 

 

遠藤洋路 教育長  先ほど説明がありましたけど、ＰＦＩだったら幾つかのとこ
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ろから提案があって、うちならこういうやり方でこれだけ安く

できますよみたいな提案がある可能性もあるということですか

ね。分かりました。 

 では、ほかにご発言がないようでしたら本件は以上といたし

ます。 

 

 

・協議（２）江南中学校・向山小学校・向山幼稚園 魅力ある学校づくり基本計画（素案） 

      について 

 

《朽木篤 教育改革推進課長 説明》 

 

澤栄美 委員  すみません、８月欠席していたので、また同じ質問なんです

けど、やっぱりカウンセラー室の件は共用化じゃなくて、そこ

は別のカウンセラー室を造るという、そういう理解でしょうか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 すみません、お待たせしました。今、藤園中、城東小には、

小学校にカウンセリング室が１つ、中学校にカウンセリング室

１つ、カウンセラー室が１つあります。それをそれぞれ一つず

つ、カウンセリング室を小学校に１つ、カウンセラー室１つ、

中学校にもカウンセリング室１つ、カウンセラー室１つを整備

する予定としております。１部屋という形になります。カウン

セラー室が１部屋増える形になります。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 すみません。今のは訂正させてください。今のは藤園中のほ

うでした。申し訳ございません。 

 江南中のほうは、今、カウンセリング室が小学校に１つしか

ありませんけど、それを４部屋にしますので、３部屋増になり

ます。カウンセリング室を２つ、カウンセラー室も２つ整備し

たいと考えております。 

 

遠藤洋路 教育長  ここに書いてある、さっきもそうなんですけど、職員室、事

務室、保健室、会議室、カウンセラー室、管理諸室の共用化を

図るという、これの意味は、共用化するのは職員室、事務室、

保健室、会議室、カウンセラー室、管理諸室を全部共用化する

という意味で書いてあるんですか。それとも、管理諸室の共用

化という、そこで一つのまとまりなんですか。 
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朽木篤 教育改革推進課

長 
 これは、それぞれ共用化をする目的で書いておりますが括弧

の管理諸室というのを削除させていただき、職員室、事務室、

保健室、会議室、カウンセラー室の共用化を図ります。 

 

遠藤洋路 教育長  共用化というのは、小学校と中学校で共用化するという意味

で、職員室と事務室を共用にするとか、保健室と会議室を共用

にするという、そういう意味じゃないですよね。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 小学校と中学校で共用化するということです。 

 

遠藤洋路 教育長 小学校と中学校で１つの職員室にしますよと、事務室も１つの

事務室にしますよ。じゃ、カウンセラー室の共用化というのは

どういう意味になるんでしょうか、この場合。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 整備自体は増やす形で整備をいたしますけど、それぞれ共用

化してもいいことで共用化ということで今つけております。 

 

遠藤洋路 教育長  つまりカウンセラー室という部屋が今、幾つあるの、３つ。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 ２つです。 

遠藤洋路 教育長  ２つ。じゃ、２つあるこのカウンセラー室というものを小学

校で使ってもいいし、中学校でも使ってもいいという、そうい

う意味で書いてあると、そういうことですかね。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 そのとおりでございます。 

 

澤栄美 委員  何かちょっと分かりにくいかなという感じがします。今聞い

ていて。例えば保健室は１個になって、中学校と小学校と幼稚

園の子どもたちが１つの保健室を使うという意味ですか。共用

というのは、結局、規模に関しての説明として書いてあるので、

例えば共用したり増やしたりとか、そういう説明のほうが分か

りやすいのかなと思って。まとめて全部一つにするみたいな感

じにも取れないではないので。説明していただければ分かりま

すけど。 

 



令和６年（２０２４年）９月 教育委員会会議録【９月２６日（木）】 

 12

遠藤洋路 教育長  小学校、中学校とか幼稚園も含めてかもしれないけど、そこ

で同じ部屋を小学校が使うこともあれば、中学校が使うことも

あるという、そういう意味なのであれば、やっぱりそこは、そ

れが分かるような書き方にしたほうがいいでしょうね。これだ

とやっぱり職員室と事務室と保健室と会議室とカウンセラー室

を同じ部屋でやりますよというふうに読めるような気がしま

す。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 ご指摘のとおり、共用化となると減るような形に見えてしま

いますので、そこは記載を変更させていただきます。 

 

遠藤洋路 教育長  数は減ってもいいんですよ。小学校の職員室と中学校の職員

室が別々にあったのを１つにしたら、２つが１つになるんでし

ょうから、数は減るのかもしれませんけど、職員室を小学校や

中学校で共用しますというものと、職員室と事務室と会議室を

一体、１つの部屋にしますというのは全然意味が違うと思うの

で、そこは分かるように書いたほうがいいと思います。 

 

澤栄美 委員  じゃ、城東・藤園のほうも同じように。 

 

西山忠男 委員  案１ですと、プールは今のまま残るけど、案２と３ではなく

なるという理解でよろしいですか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 案２と案３につきましては、校舎の今のところ、屋上か１階

に置くという形で今検討しております。 

 

西山忠男 委員  案１が一番、これになる可能性が高いんですけど、案１にな

りますと、プールや体育館は全く改修せず、現状のまま使うと

いうことになりますでしょうか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 そのとおりでございます。 

 

西山忠男 委員  この間、東野中に行ったときに、校舎がすばらしく立派にな

って、体育館も立派になっているのに、プールだけこのままな

んですよね。何でプールだけ改修しなかったんだろうと思って、

一緒にやればよかったのにと思ったんですけど、これは経費的

な問題はもちろんあると思うんですけど、一緒に改修はできな

いんでしょうか、プールと体育館。 
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内村智 学校施設課長  今回、プールを残して使用する場合、今度は中学校のプール

ですので深さが違ってきます。ですので、プールに関しては、

そういった段差をつけるための改修工事が必要かというふうに

考えているところでございます。それで、基本的にそれと併せ

て、内部の改修関係はするものというふうに理解しております。 

 

遠藤洋路 教育長  ちょっとはきれいになるんですかという、そういう話かと思

うんですけど、そういうことですね。 

 

内村智 学校施設課長  はい、きれいになります。 

 

遠藤洋路 教育長  きれいになるそうです。 

 

西山忠男 委員  分かりました。 

 

小屋松徹彦 委員  その他の検討事項の中の（３）なんですけど、再生可能エネ

ルギーの導入及びエネルギーの効率的な利用を図り、ネット・

ゼロ・エネルギー・ビルディング化を検討と書いてありますけ

ど、この建物自体は１万平米を超えるのでこの対象になる、検

討の対象になるということでしょうけど、これを検討されて、

導入するとすれば再生可能エネルギーの導入というのは太陽光

発電ということなんでしょうか。 

 それと、もう１点は、今の体育館の問題にも絡んできますけ

ど、体育館は空調設備が整えられるのか、今度の学校の場合、

そこら辺は分かりますか。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 先ほどのＺＥＢの認証につきましては太陽光発電が主になっ

てくると思いますが、構造上の中でも省エネ化を図っていきた

いと思っております。 

 今、天明の義務教育学校をこれから建設しますけど、その点

につきましてもＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄという、１万平米以

上の建物に適用されるのを認証する予定としております。 

 あと、体育館の空調につきましては、今のところ予定はござ

いません。 

  

小屋松徹彦 委員  そういう建物の構造上の工夫で省エネを図っていくというの

は、今、分かりましたけど、それと一緒に再生化のエネルギー
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を導入するとなると、まず設備の費用というのは別途考えない

といけないということになってくるんですよね。今の予算の中

にはそこは含まれていないというふうに考えてよろしいでしょ

うか。 

 それともう一点は、体育館を利用しまして思うんですけど、

やっぱり体育館もいずれは空調が欲しいなと。特にこんな暑い

日が毎日続くと、外での運動というのはなかなか限られてくる

から、そうなるとやっぱり体育館の利用が多くなる。そうなる

と、やっぱり体育館の空調は今後考えていかないと、子どもた

ちも大変だろうなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 ちょっと関連しますが、そこは最後の質問なんですけど、こ

の関係とは無関係かもしれませんが、よかったら教えてくださ

い。 

 

遠藤洋路 教育長  まず１点目は、教育改革推進課長。ＺＥＢの費用がここに入

っているのかということですね。 

  

朽木篤 教育改革推進課

長 
 太陽光発電とかの費用は全てこの中に組み込んでおりますの

で大丈夫だと思います。 

 

遠藤洋路 教育長  体育館のエアコンについては、この学校だけじゃなくて、ほ

かの学校も含めて全体の話かもしれませんけど、どうですか。 

 

内村智 学校施設課長  昨今、本当に暑い日が続いて、もう酷暑というのが続いてお

ります。それで、学校の教育だけではなくて、避難所になって

いるという形の使用というのもありますし、先般ちょっと話が

ありましたのが、選挙でもやはり体育館を使用したりするのに

対してやっぱり空調をというようなお話もいただいているとこ

ろでございます。 

 ただ、今、整備をするに当たって外壁改修等、要は外壁の落

下等の事故が他都市でもかなり頻発してきておりますけど、老

朽化に対する、そういった危険性が高いものを今優先的にさせ

ていただいております。また、報道等でもありますトイレの洋

式化とかバリアフリー化というものを、現在先行する形でさせ

ていただいております。 

 それがある程度めどがついた段階で次のステップという形か

なというふうには今思っておりますけど、やはり社会情勢関係、

あと国のそういった災害時への対応の準備というような補助制
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度があれば、また再度検討していきたいとは思っているところ

でございます。状況としましてはそういった状況でございます。 

 

小屋松徹彦 委員  今おっしゃったように、単なる学校で使うだけではなくて、

いろんな社会的に利用するということがあるので、そうなれば

別に教育委員会での予算じゃなくて、よそから引っ張ってきて

でもそこは早めにやるべきじゃないかなと思いますので、ぜひ

そういう働きかけをどこかからやってもらいたいなと思いま

す。 

 

村田槙 委員  拝見していて、これは意見というか感想になるんですけど、

先ほどの藤園中・城東小のほうのページでも見ていて、職員向

けのワークショップのところで、先生方が気軽に休める場所が

ないというふうに書いてあって、今回のほうも、話し合える場

所とかそういう子どもたちの場所がもっとあったらというよう

な声が書いてあったんですよね。子どもたちの目線とか地域の

方々の目線というのはもちろん大事だと思うんですけど、職場

環境としての整備、先生方が活動しやすくなる環境、スペース

の確保という意味で充実しているといいなというふうに感じま

した。 

 

朽木篤 教育改革推進課

長 
 例えば江南中・向山小の義務教育学校の職員室ですが、先ほ

ど共用化すると言っていましたけど、今までの職員室数よりも、

１４平米ぐらい広い職員室を検討しております。その中で、ゆ

とりを持って仕事に当たっていただけるような環境をつくって

いきたいと思っております。 

  

遠藤洋路 教育長  ほかによろしいでしょうか。 

 では、ほかになければ本件は以上といたします。  

 

・協議（３）令和６年度学校評価アンケートについて 

 

《松岡美幸 指導課長 説明》 

 

西山忠男 委員  ５ページの授業力向上のところのアンケート項目なんですけ

ど、「先生方は、わかる授業、楽しい授業づくりに努めていると

思いますか」と。これは確かに一つの観点だと思うんですけど、
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中学生ぐらいになると高校受験が目に入ってきますので質の高

い授業を求めるようになるんですよね、生徒は。だから、質の

高い授業がなされていると思いますかということも聞いてほし

いような気がするんですよ。 

 生徒は分かるんですよ、やっぱり。この先生の授業は質が高

いとか。分かる授業はいいんですけど、分かりやすく教えると

どうしてもレベルが下がってしまって、内容的には奥深くでき

ないということがありますよね。だから、それだけではちょっ

とまずいんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

 
松岡美幸 指導課長  ありがとうございます。 

 質の高い授業というのはとても大事になってくるというふう

に考えております。ただ、小学校１年生から中学３年生までと

考えたときに、質の高い授業は思考をしっかりやって、そして

自分の考えをいろいろほかのこどもたちや先生たちと交わし

て、さらに新しい発見とか新しい学びとか身につけるとかいう

ことを含めて楽しい授業というふうに私たちは考えているとこ

ろでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  今議論している対象は３ページと４ページの令和６年度のア

ンケート項目で、５ページと６ページの令和５年度のアンケー

ト項目は参考についているんじゃないんでしょうか。 

  
松岡美幸 指導課長  そうです。私のほうが勘違いしておりました。 

 今、教育長がおっしゃったとおり６年度のものなので、３ペ

ージと４ページが今回提案をしたというところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  令和６年度のアンケート項目では、授業についてはどうなっ

ているんですか。 

 
松岡美幸 指導課長  すみません。申し訳ございませんでした。 

 授業のところで考えますと、４番のところですね。「学校は、

一人ひとりにあった学習を進め、話し合いなどを通して考えを

深めたり広げたりする授業ができていると思いますか」という

ところで、まず個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

という項目について書いております。 

 それから、２番のところ、「学校は、こどもが自分で考え、自

分から取り組む授業づくりに取り組んでいると思いますか」と
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いうところも、こどもの主体性を大事にする授業ということで

考えているところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  分かる授業、楽しい授業という令和５年のものからは随分変

わっているわけですね。「一人ひとりにあった学習を進め、話し

合いなどを通して考えを深めたり広げたりする授業」というこ

とは、何か分かるとか楽しいとかはどこかへいっちゃったわけ

ですか。 

  
松岡美幸 指導課長  分かる、楽しいということはとても大事なことと思いますけ

ど、分かり方だったり、楽しいと感じることだったりは一人一

人が違うと思うんですよね。分かるということは、一人ひとり

のこどもに応じたことを大事にしたいというふうに考えており

ますので、表現もそのように変えております。 

 
西山忠男 委員  令和６年度の案のほうが確かにいいと私も思います。ただ、

「一人ひとりにあった学習を進め」というのは、私も教師の経

験が長いですから、これが一番難しいんですよね。一斉授業を

して３５人一人一人に合った授業というのはどうしてもできま

せんから、そこのところをどうするのかということですよね。 

 だから、先生方はこれを見てやっぱりそういう授業をしなき

ゃいけないんだなと思われると思いますけど、じゃ具体的にど

うしたらいいんだと思って非常に悩むだろうと私は思います。

感想です。 

 
遠藤洋路 教育長  確かに３５人に一人一人に合ったというのは、どういう、イ

メージでいいんですけど、授業だとこれが高く評価されるよう

な授業になるんですかね。 

 分かるとか楽しいとかだったら一斉授業とかでもいわゆる予

備校のカリスマ講師みたいな人の授業はそうなのかもしれない

けど、そういうんじゃないということですよね、これの場合は

ね。どんなふうに、じゃ授業をイメージしたらいいんですかね。 

  
松岡美幸 指導課長  一斉にすばらしい話を先生がして、こどもが興味関心を持っ

てそれを聞くということも一つはあると思うんですけど、それ

だったらこどもがインプットするということに終始してしまう

のではないかなと思いますし、例えば、話を聞くことがとても

合っているこどもさんもいれば、絵とか図とかいうものを認識
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しやすいというか、認知特性がそういうこどもさんもいれば、

何か具体的なものを通して学ぶとか経験を通して学ぶのがいい

こどもさんもいれば、何か本を読んで学ぶことがいいというこ

どもさんもいると思います。 

 だから、いろんなツールを使って、そして学ぶスピードもこ

どもさんによって違いますので、そしてその中にさらに協働的

な学びを入れることによって、お互いにさらに学びを深めてい

くということも可能だと思いますので、まず一人一人に合った

学び方を進めることと併せて協働的な学びをしっかり取り組ん

でいって、対話もしっかり大事にしていきながら、こども同士

の対話もそうですし、多様な方たちとの対話も必要だと思いま

すので、そういう学びが実現できるように進めていきたいとい

うふうに思っております。 

 
西山忠男 委員  今の議論について苫野先生のご意見を伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

苫野一徳 委員  ありがとうございます。 

 もしも、もうこの評価項目でいいのかなと思うんですけど、

もうちょっと解像度を上げることはできるのかなと思っていま

して、本市でも少しご参考にしていただいているＳｃＴＮ質問

紙だと例えばこんな項目がありまして、授業では学習の方法や

ペースを自分で選んだり決めたりしながら学んでいるという項

目があって、要するに自己選択、自己決定がどれくらい保障さ

れているか、そういう項目を見ると、あっこどもたちにこうい

ったところは自己選択、自己決定の機会を増やしていけばいい

かなみたいなことを先生が思いやすかったり、さっき協働のお

話もなさいましたけど、例えば授業では自分が必要なときに必

要な仲間と協力しながら学んでいくというような項目がある

と、必要に応じて学び合うような環境ってどうやったらつくれ

るかなというふうにマインドがいきやすいと思うんですよね。 

 なので、どういう目的でこのアンケートをするかにもよるん

ですけど、解像度を上げようと思ったらこういうふうに項目を

もう少し解像度を上げることはできるかなと思いますね。 

 究極は授業と、すみません、ちょっと今バグってあれが出て

こないんですけど、授業を進めるのは先生ではなくて自分たち

だと思っているとか、そういうふうな項目もあったりするんで

すけど、例えばそういうふうに解像度を上げてアンケートを作
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ることもやったらいいかなとは思います。 

 ただ、大枠でいくと、こういったものでいいんじゃないかな

と思いました。 

 
西山忠男 委員  了解です。 

 
遠藤洋路 教育長  よろしいですか。 

 たまに議論になる全国学力調査の質問紙でいつも熊本市は低

い項目がありますよね。主体的に学んでいますかみたいなやつ。

実はそういう部分を学校としても意識してもらうために、こう

いう学校評価のアンケートというものの項目にそういったもの

が入っていれば意識も変わってくるのかなというふうに思いま

す。そのためには今、苫野委員がおっしゃったように、もう少

し詳しいというか、ある程度具体的な言い方にするというのも

一つだし、もう一つは全国学力調査のやつと同じ言い方にする

というのも簡単な方法ではありますけど、またそれぞれ違う書

き方というのも、もちろん熊本市として大事にしているという

書き方にするというのも一つだし、いろんな方法があるかなと

いうふうに思いますけど。確かにちょっと、どんな授業をイメ

ージするのかなということで言えば、「一人ひとりにあった学習

を進め、話し合いなどを通して考えを深めたり広げたりする授

業ができていると思いますか」。ある程度は何か授業のイメージ

は、話し合いとか出てきますので、できるのかなというふうに

は思いますけど、先ほど苫野委員がおっしゃったような言い方

のほうがより分かりやすいというふうには確かに思いますよ

ね。 

 どうですかね。何かそういうふうにＳｃＴＮの質問を取り入

れてこれを書くという方法もあるのかなというふうに思いまし

たけど、いかがですか。 

  
松岡美幸 指導課長  ありがとうございます。 

 指導課としても、これを一つの手がかりというか、そういう

ものにして、学校のほうでも共通理解をして、毎時間毎時間の

授業でそういうことを大事にしながら、こどもたちが主体的に、

しっかり一人ひとりの学びが重ねられるような授業になってい

けばいいなと思いますので、今のご指摘というか、いただいた

ことも参考にしながらもう一回考えて、またご提案をできれば

と思います。 
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遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 聞きたいことは多分そんなにずれていないということで、大

体こんな感じなのかなということで、あとは表現というか、特

に答える側がどういうふうに受け取って答えやすいかというこ

と、それから学校のじゃどうやって授業を改善しようかという

ときに、どんなことをしたらいいのかというのが分かりやすい

という、そういう意味で、もし見直せるのであれば少し見直し

ていただいてもいいのかなというふうに思いますね。 

 苫野委員もさっき、大体こんな感じでいいんじゃないかとい

うふうにおっしゃった。方向性としてはこれでいいのかなとい

うふうに思いますけどね。 

 じゃ、少しまた考えておいてください。 

 まだこれはあれでしょう。何かスケジュール的にはどうなん

ですか、アンケートの。 

  
松岡美幸 指導課長  スケジュール的には、これが確定したら教育センターのほう

にお願いしてエクセルのマクロを組むような形のデータという

か、その処理をしてもらって学校のほうにお送りするので、そ

んなに、次回またかけるというタイミングはない状況です。ま

た個別にお伺いするという形でよろしいでしょうか。 

 
遠藤洋路 教育長  というか、いつ頃アンケートをするんですか。 

 
松岡美幸 指導課長  アンケートを取るのは実際に１２月から１月、そのあたりで

学校はするような状況です。 

 

遠藤洋路 教育長  エクセルのマクロなのかどうかまでは分からないけど、じゃ

１０月ぐらいにはもう項目は決めて準備して始めないといけな

いという、そういうスケジュールだということですね。分かり

ました。 

 
澤栄美 委員  Ｒ５年度の言葉よりも大分優しくはなっていると思うんです

けど、こどもたちにとってこれ、分かるのかなというのがあっ

て、例えば（２）の５番の特別支援教育のところなんですけど、

「支援が必要な時に」って、大人は意味として分かると思うん

ですけど、こどもが「支援が必要な時に」というのが果たして

分かるのかなというのもありますし、「外国にルーツを持つこど
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も」というのについて分かるのかなというのがちょっと疑問に

……。小学校１年生から中学校３年生まで同じ質問というとこ

ろ自体にもちょっと無理があるのかなと思います。 

 もちろん、担任の先生とかが説明をするという前提ではある

のかもしれないですけど、「支援が必要な時」というのを私が説

明するとしたらどんなふうに１年生や２年生に説明するかなと

も思っちゃうんですよね。だから、その辺がどうなのかなと、

一律でこれを。私たちもいろんな場面で現場でアンケートを取

るときには。低学年用や中学年用、高学年、小学校だけでもそ

ういうふうにしていたので、そのあたりをどうされるかなとい

うのが一つ伺いたいということと、それと、現場にいるときに

私たちもこういった評価のアンケートが来て答えていたんです

けど、結果を見ると保護者との乖離が結構あったんですね。学

校は一生懸命しているつもりなのに保護者はしてないと言って

くるというパターンが多かったと思いますけど、何かそういっ

たことが結果として出たときにどんなふうに生かしていくのか

というところもちょっとお尋ねしたいと思います。 

 
松岡美幸 指導課長  ２点あったうちの１点目、すみません、私のちょっと勘違い

で、対象が最初のご質問のときに１年生からと申し上げたんで

すけど、４年生以上でした。申し訳ありません。 

 ４年生以上を想定して作ったので、支援という言葉だったり

外国にルーツをという言葉は４年生にとっては難しいかなと思

いますけど、そこは担任の先生に補足をしていただければとい

うことで考えて作っているところでございます。 

 それと、保護者との乖離というところですけど、それこそ学

校評価のアンケートをする目的の一つかなというふうに思って

おります。学校としてはこういうつもりでやっているんだけど

保護者の受け止めは違うという実態がこれによって明らかにな

るならば、じゃどこに問題があるのかとかどのようにすればい

いかということを生かすためのものでもあるので、そこは各学

校でとか、うちのほうもデータはもらいますけど、その改善に

生かしていくということで考えております。 

 
澤栄美 委員  私は、何らかの改善にもちろん生かさなきゃいけないと思う

んですけど、やっていないのではなくて、やっていることが保

護者に伝わっていないのかなというふうなことを思うんですよ

ね。学校は本当に一生懸命いろんなことをやっているのにそれ
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だけの評価を得られないということが、いろんな報道とかの影

響もあると思いますけど、やっぱり学校がこういうことをやっ

ていますということを広報していくということが一つ、この評

価を見たときに非常に残念な思いがするわけですよね。こんな

に一生懸命にやっているのにそんなふうにしか取られていない

のかというふうなですね。だから実際、できていないところも

あるならばそこはやっていこうということで、自分たちばかり

を責めないような学校になりたいなというふうに思います。 

 
遠藤洋路 教育長  保護者も純粋に知らなければやっていることは分かりません

から、それは学校が保護者にもっとアピールしていくというか

伝えていくという、それができればそこは少しずつ埋まってい

くのかなというふうに思いますので。 

 でも今、指導課長が言ったように、まさに学校がこれだけや

っているのに保護者は知らないというのであれば、そこは、じ

ゃ保護者に伝える努力をもっとしていこうという、そういう方

向でやっていただければいいので。何か認めてもらっていない

というよりは、知らないということであればそれはやっぱり保

護者としても分からないでしょうからね。 

 あと、最初に出てきた支援のところですけど、令和５年度の

アンケートだと、この支援に関してはこどもには聞く質問がな

くて、大人だけの質問となっていますよね。令和６年はこども

にも聞くという、そこは何かあえてこどもにも聞こうという、

何かそういうふうにして入れてきたんですか。それとも何か、

そういうことじゃないんでしょうか。 

 
松岡美幸 指導課長  令和５年度まで確かに入ってなくて、これについてはどのよ

うな経緯でそうなったかというのは、すみません、私の今持っ

ている情報としてははっきりお答えはできないんですけど、今

回入れたのは、やはり当事者であるこどもたちの意見は非常に

重要だと考えておりまして、そこは保護者と学校の評議員と先

生たちと同じようにこどもたちの意見を聞くことは必要である

というふうに考えて、入れたものでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 こどもに聞くんであれば、さっき澤委員がおっしゃったよう

に、こどもがどんなふうにこれを受け止めるかという、分かる

かということですよね。支援が必要なときに支えてもらってい
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るかって、どんな支援か、ありとあらゆる支援が入っているわ

けなんですけど、その中でどんな支援のことを言っているのか

ということですよね。相談したいときに相談できる人がいます

かみたいな話なのか、何かおなかがすいたときに食べ物をくれ

るかというような話なのか、勉強できないときにちゃんと教え

てくれるかというような、分からないときに教えてくれるかと

いう話なのか、いろんな支援があるので、もうちょっと確かに

変えたほうが、これは大人もそうかもしれませんけど、特別支

援のことですよというタイトルか何かがついているなら大人は

ある程度分かるのかもしれませんけど、こどもからすると、何

かどんな支援のこと言っているのかなというのはちょっと分か

らないかもしれませんね。 

 これは特別支援という項目に入っているから、そういう何か

特別な教育が必要なこどもに対してそれが提供できているかと

いう、そういう話なんですか。 

 
松岡美幸 指導課長  このところは、特別な教育的支援を要するこどもに適切な支

援を行うために全ての教職員の専門性の向上に努めることと

か、こどものニーズに沿った多様な学びの場の整備についての

ことになります。特別支援のことがあるんですけど、それ以外

のこどもの多様なニーズというふうに考えておりますので、特

別支援教育に限らずということで考えているところです。分か

りやすいようなもう少し具体例を入れる必要があるというふう

に考えました。 

 
澤栄美 委員  無理に支援という言葉を使わなくてもいいんであれば、自分

が助けが欲しいとき、困っているときに支えてもらっていると

思いますかとか、そういった易しい言葉で、学校の先生に説明

してもらう前にできることもあるのかなと思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  今の点、ごめんなさい、ちょっと難しいなと思ったのは、本

当に適切に支えてもらっているのだったら困ってないと思うん

ですよね。困っているときに支えてもらっていますかというこ

とは困っている状態なわけですよね。そこは、これが本当にう

まくいっていればそもそもそういう認識がないという状態が理

想なわけですよね。それを聞けるかと言われたんで難しいから、

やっぱりそれは困っているときに支えてもらっていますかとい

う、そういうことになるんですかね、聞き方としてはね。そう



令和６年（２０２４年）９月 教育委員会会議録【９月２６日（木）】 

 24

かもしれないですね。分かりました。 

 
西山忠男 委員  インクルーシブ教育の推進のところで先ほどちょっと話題に

なった外国にルーツを持つこどもという言葉があるんですけ

ど、この言葉は、私たちがこういう場で議論するときに使う分

には全く問題ないと思うんですけど、こどもに対するアンケー

トなんかでこれを使うとちょっと問題かなと思うんですね。容

易に差別につながる、あの子は外国にルーツがあるよねと、あ

の子はどうなのとか、そういうことになると思うんですね。 

 外国にルーツがあることを知られたくない人もたくさんいる

んですよね。今、朝ドラでやっている中で、韓国人の人が在日

であることを隠して生きようとするという場面もありましたけ

ど、そういう例もあれば、逆に父親か母親が外国人なんだけど

自分自身は日本で生まれて日本語で教育を受けて日本で育っ

て、また国籍も日本であるという人もいるわけですね。非常に

増えていますよね、そういう人がね。だからそういう人たちは、

外国にルーツがあるんだろうと言われると、俺は日本人だと言

いたくなるはずなんですよね。だから、そういうちょっと気を

つけて使わないと、容易に学校現場でそういう差別が発生した

りすることにつながると思うんですね。 

 非常に表現は難しいけど、この言葉をこどもに対するアンケ

ートには使わないほうがいいんじゃないかなと私は思います。 

 
遠藤洋路 教育長  学校だとどういう言い方をするんですか。 

 
松岡美幸 指導課長  学校現場でどのように通常使うのかというのはすみません、

私は出てこないんですけど、外国にルーツを持つこどもという

ことで一般的に先生たちとかでも話しているので、そんなに違

和感なくこの言葉を取り上げたという状況でございます。 

 
遠藤洋路 教育長  聞く項目としてはこれ、こういうことを聞くんだろうという

ことになるんでしょうけど、こどもに聞くときの言葉遣いがど

ういう言葉が適切なのかという問題ですよね、今はね。 

 
澤栄美 委員  障害という言葉に関しても、ちょっと人権上の問題が起きる

ことがありますよね。知障とかいう言葉で何か、知的障害とい

うことを知障とか言ってやゆしたりとか、そういう問題もあり

ますので、何か自分と違っているところがある人とでもとか、
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そういった言葉で全体をまとめて柔らかく表現したほうが変に

はならないかなと。今浮かんだ言葉なので、結局、違いを認め

るということなんで、そういった言葉で伝わるようなものにこ

どもに関しては変えたほうがいいのかなというふうに思いまし

た。 

 
松岡美幸 指導課長  ありがとうございます。もう一度、言葉について整理し、確

認して考えていきたいと思います。 

 
西山忠男 委員  こどもに対するアンケートとしては、単にあなたは誰とでも

仲よく互いを大切しながら共に学び合っていますかぐらいでい

いんじゃないでしょうか。障害とか外国にルーツがあるという

言葉を使わずに、誰とでも仲よくでいいんじゃないでしょうか。 

 
遠藤洋路 教育長  今、澤委員、西山委員からこんなふうにしたらどうかという

ご提案がありましたので、それも考えを踏まえながらちょっと

考えてみてください。 

 ほかにいかがですか。 

  
苫野一徳 委員  すみません。毎回これは申し上げますけど、ＳｃＴＮに関し

ては自分も開発に関わっているのであまり自分で推奨するのが

ためらわれるところがあるんですけど、割と今回のアンケート

とかぶっているところが多くて、今後の評価のことを考えた場

合、ＳｃＴＮ質問紙はかなり学問的に相当検証に検証を重ねて

作った信頼性の高いものになっていて、しかも主体的、対話的

で深い学びが実現することを後押しするような質問項目にもな

っていて、さらにまなびポケットを使うと非常に詳細な形でデ

ータが可視化されて、先生方にフィードバックができて、それ

を授業づくりに活用できるという、結構もうツールとしてかな

り使いやすいものになっているので、全部が全部とは言わなく

とも、合致するところにそれを当てはめていただけると、その

ままタブレットで、ああ自分のクラスはそんな感じだなとすぐ

分かったりするので、同時にプロットもできるので、活用でき

るところはしていただけると今後のことを考えても結構便利か

なという気がいたしますので、さっきのインクルーシブとかも

関連する項目があったりとか、あとは民主的な学校づくりとか

そういう項目もあったりするんで、割と使えるかなという感じ

がしているので、その辺も併せてご検討いただけるとありがた
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いなというふうに思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  今の苫野委員の意見は、もうそのままＳｃＴＮを使ったらい

いんじゃないかという、そういう点からの意見ですか。 

 つまり、こどもに対しての質問項目としてはそうかもしれま

せんけど、例えば学校評議員とか保護者に対するアンケート調

査とか、それも同じようなものにすればできるとは思うんです

けど、あまりそっくりにしちゃって何かパクっているみたいな

ものは、それはそれで大丈夫なのかという気もするんですけど、

その辺どうですかね、苫野委員。 

 
苫野一徳 委員  いや、もう全然そこは、問題はないですが、ご自由に使って

いただければという感じなんですけど、こどもを対象のアンケ

ートなので、ＳｃＴＮ質問紙自体は。それを保護者用にとか先

生方とか向けにアレンジしてやるというのも一つかなというふ

うに思ったという感じで、使えるところだけ使っていただいて

も構わないんじゃないかなと思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  じゃあ著作権とか考えなくて大丈夫ですかね。 

 参考にできるところや取り入れられるところはどんどん使っ

ていくことも考えてみてください。 

  
澤栄美 委員  直接このアンケートとは違うことなんですけど、学校のアン

ケートについて、学校の中でとにかくアンケートが多くて負担

だよねという声はよく聞く中で、大分前ですけど、私は教育委

員としてじゃなくて会計年度職員としてのものだったと思うん

ですけど、この市役所全体で、自分に何かがあったときに連絡

する人の調査というのがありましたよね。私、やっとこういう

のができたんだと思ったんですよね。 

 というのが、現場にいたときに、その人が倒れたときに連絡

先って案外把握されてなかったので、こういうのがあるといい

よねというふうに私は非常に好意的に取ったんですよね。その

話になったとき、ある現場の先生が、あんなのがまた来て、何

か面倒くさいからもう書かなかったとか、何かそういう声が聞

こえたんですよね。で、そんなふうに取ったんだと。そしたら、

そのときに他にもいろんな調査があったから、もう本当に何か

そんな話になったんだみたいなことだったんですね。 

 だから、いろんな課から調査がやっぱり必要だからやってい
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るんだと思うし、出るときに他の課の調査とうちの課の調査と

いうので調整というのができるのかなというふうに思ったん

で、必要で調査をしているわけですから、その辺の何かタイミ

ングというのを調整していただくといいのかなと。大事な調査

でさえそんなふうに何か要らぬのが来てどうのこうのというふ

うになってしまう教員も教員なんですけど、そんなことを思っ

たので、検討していただけたらなと思います。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 教育政策課で全体を取りまとめていると思うんですけど、い

かがですか。 

 
中川浩二 教育政策課長  ご意見ありがとうございます。 

 今、委員ご指摘のとおり、学校現場において昨今はやっぱり

アンケートというもののツールがちょっと、ブラウザとかを利

用して軽易にできるようになったという利点、メリットを生か

して様々な部署が職員に対するアンケートという、エビデンス

を求められるケースもどうしても多いものですから、そういっ

た機会が増えているというところでございます。 

 学校現場からも当然に、今、委員からいただいたような、や

っぱりアンケートが多過ぎるのではないかというご意見は機会

に触れていただいているところでございまして、教育政策課の

ほうで、先ほど今ご指摘のありましたように、同じようなアン

ケート内容項目を数か月後にまた別の課がやるというようなこ

と等がないような形で、今全てアンケートについては教育政策

課のほうで確認をした上で実施するというところで、重ならな

いですけど少しでも効率的にできるようにというようなもの

を、内容も含めて確認して進めているというところでございま

す。 

 今後も、アンケートというのはどうしても増えていくような

傾向にはございますけど、学校にとって負担にならないような

形で進めていくようにしてまいりたいというふうに思っている

ところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  どのぐらいあるんですか。そんなにたくさんやっているんだ

という割にはあまりアンケート結果をそんなにたくさん見た覚

えはないんですけど、どこで誰が使っているんですかね、その

アンケート結果。 
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中川浩二 教育政策課長  すみません。件数的にお答えをできる状況ではございません

が、やはりアンケートというのはどうしても、先ほどもありま

したように、緊急性等があってどうしても回答していただきた

いという重要なものから、内容によっては回答していただけれ

ば助かりますというようなものまで幅広く実施されているのが

実態でございますので、職員によっても、電子掲示板とかに掲

示をされていて気づかなかったというような場合もあろうかと

思いますが、そういった任意性のものがアンケートの本来の形

であろうかと思いますが、昨今どうしても回答率を上げるため

に再度回答を要請したりというようなこともございますので、

そういったのも踏まえて、学校現場で多いなというような忌避

意識が高まっているんじゃないかなというふうに分析をしてい

るところでございます。 

 
澤栄美 委員  やっぱりアンケートの意味、なぜこのアンケートが来ている

のかというのをみんな教員も忙しいので分からずに、とにかく

アンケートがあるという事実だけに反応している部分もあると

思うんですよね。例えばストレスのアンケートなんかは、もう

あれは労基法で決まっているわけですよね。そして自分たちに

返ってくるというところもあるので、そういった何か意味合い

というのを管理職の先生方がきちっとお知らせをしていただく

というのも一つ方法かなとは思います。その結果が自分たちに

返ってきたときに、ああ自分たちが答えたからこれはこうなっ

たんだなとか、例えば働き方改革の時間創造プログラムあたり

なんかはやっぱり返ってきている部分が多いと思うんで、何か

そういった返しというところも含めて、アンケートの意味の説

明というのを管理職の先生方がしっかりしていただくといいの

かなと思います。 

  
中川浩二 教育政策課長  もう今、澤委員のご指摘のとおり、アンケートを実施するに

際しましては、やはりそのアンケートの目的はこれを何に使っ

て何に生かしていくのかというような部分をしっかり、アンケ

ートする目的というものをまず各回答を要する方々にご認識し

ていただくということが重要というふうに思っておりますし、

その結果がどういうふうに結びつくのかという部分について

も、アンケート結果のフィードバックを必ず行うように努めて

いただくというようなことも教育政策課のほうからお願いして
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いるところでございますので、今後も引き続き、そういった取

組は続けてまいりたいというふうに思っているところです。 

 
遠藤洋路 教育長  各課がそれぞれ取っているアンケートというのは、結果はち

ゃんと全部返しているんですかね。 

 
中川浩二 教育政策課長  学校現場にアンケートを実施していただく際には、必ず結果

を返していただくということをお願いしているところでござい

ます。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 じゃ、それがすごい大量にあるということですか。どうなん

でしょうか。 

 
中川浩二 教育政策課長  そこまでは。すみません。 

 
遠藤洋路 教育長  どうなんでしょうね。実際、澤委員の感覚としてどのぐらい

あるんですか。何か毎日何十本来るとか、さすがにそんなこと

はないでしょうけど、どのぐらいの頻度で来るからああ多いな

と思われているのかなというのをね。 

 
澤栄美 委員  そんなに多くはないと思うんですよね、私が考えるのに。た

だ、忙しいときに来ると、いつも来るというふうに人間の感覚

として思うのかなと思うので、やっぱりそういう例えば担任の

先生たちで言えば成績処理の時期にはちょっと避けてもらいた

いとか、何かそういうのはあるかもしれないですね。 

 
遠藤洋路 教育長  じゃ、多いとはいえそんな毎日毎日来ますみたいな、そうい

うものではないわけですよね。分かりました。 

 だから、忙しいときにそういうのが来ると確かに答えてられ

ないよという、そういう感情になるということですかね。分か

りました。 

 やる側も確かに簡単にやらないという意味ではどうですか

ね。アンケートをするときは必ず教育長まで見せてから出すと

かにすればみんな簡単にはしなくなったり。必ず澤委員に見せ

てから出してくださいとか。みんな簡単にしなくなったりする。 

 
澤栄美 委員  私が嫌になります。 
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遠藤洋路 教育長  そんなにあるのか分かりませんけど、事前に何かそういう簡

単に出さないような歯止めみたいな。いや、別にいいですよ。

教育長に見せろとは言わないけど、何かそういう。今教育政策

課でチェックしてもらっているということなんでしょうけど

ね。部長とか次長とかが見るとか、何かあってもいいかもしれ

ませんね。ちょっとそこはまた考えましょう。 

 
村田槙 委員  学校評価のアンケートに関してだけじゃなくていろんなアン

ケートなどに関係すると思うんですけど、今年度からはこの学

校評価アンケートとかもきっとすぐーるとかで募るという形に

なるんじゃないかなと思うんですけど、以前、安心安全メール

だったとき、学校が配信しているそのページとＰＴＡの役員が

ＰＴＡのお知らせなどを配信するページというので、学校が配

信しているメールの内容なども全て一部役員は見られる状態だ

ったんですよね。なので、言ってしまえば守秘を要するもの、

守秘義務があるべきものというのも見てしまえるような状況で

した。もちろんこの学校評価アンケートの途中の経過の段階か

ら保護者が入れるような状況だったり、あるいは個別にご連絡

をすることを要するようなご家庭の学校からのメールとか、そ

ういうのもＰＴＡ役員が見てしまえるような状況でした。そう

いうふうにならないように以前の安心安全メールの会社の中

で、自分も役員になっておりましたので、学校のそういう機密

事項に触れることがないように分けていただくようにしてもら

ったりとか、そういうのを自分も取組をしていたんですけど、

すぐーるになってそれがどういう状況なのかというのはちょっ

と分かりませんけど、やっぱり守秘を要するものというのはき

ちんと守られるように配信とか管理とかしていただけるといい

かなというふうに思います。 

 
中川浩二 教育政策課長  すぐーるについて、今年度から全校導入をさせていただきま

して、非常に利便性を感じていただいているということをご評

価していただいているところでございますが、今、委員ご指摘

のように、学校から流すものがどちらのほうに流れていくのか

ということで、ＰＴＡもすぐーるについては活用できるような

仕組みというふうになっておりますけど、やはり流すべきもの

であるのかどうかというものについては学校がしっかり管理を

していくという中で、学校が配信するものイコールＰＴＡのほ
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うにも必ず配信されるということではないように設定としては

なっておりまして、それぞれＰＴＡのグループとしてのチャン

ネルをつくっていただくことも可能になっているというところ

で、今現在まだ安心安全メールそのものを否定しているわけで

はございませんので、ＰＴＡによってはどちらも使っていただ

いているというような状況もあるようでございまして、すぐー

るを活用する際にはすぐーるの中でのそういった個人情報の取

扱いというものをしっかり、そういったときに学校のほうには

周知をしているところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  では、ほかになければ本件は以上といたします。 

 
 

日程第５ 報告 

・報告（１）天明校区施設一体型義務教育学校の基本設計について 

 

《内村智 学校施設課長 報告》 

 

西山忠男 委員  会議室が１つしかないようなんですけど、１つで大丈夫なん

でしょうか。しかもちょっと狭いような気がしますけども。 

 
内村智 学校施設課長  学校等の会議等で保護者の方とかの会議等もあるかと思いま

す。そういうときには多目的活動室等も利用していただければ

というふうな形で今進めているところでございます。 

 
西山忠男 委員  教員は何人になるんですかね。この会議室で一度に集まって

職員会議ができるだけのスペースがあるんでしょうか。 

 
内村智 学校施設課長  教員数につきましては、最大数で５０名程度というふうに今

見込んでおりますけど、実際にこの多目的活動室右、図面の３

ページの１階の部分ですけど、こちらのほうが教室３つ分の広

さがございますので、十分に５０名程度集まっても可能かとい

うふうに思っております。 

 
西山忠男 委員  すみません、何階ですか、その多目的って。 
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内村智 学校施設課長  １階です。１階の右側の一番上のほうになります。多目的活

動室という表示です。 

 
西山忠男 委員  ここを全体の会議室にしようということですね。 

 
内村智 学校施設課長  はい。 

 
西山忠男 委員  先ほどの会議室というのはもっと小さいグループのミーティ

ングに使うという意味ですね。理解しましたが、もう一ついい

ですか。 

 
西山忠男 委員  校長室がえらく広いような気がして、応接室も兼ねていると

は思うんですけど、こんなに校長室って広く要るのかなという

印象がちょっとしますよね。いかがでしょうか。 

 
内村智 学校施設課長  通常の一般的な校長室に比べれば確かにかなり広いスペース

かなと思いますけど、義務教育学校ということもございまして、

いろんな方が実際には来られるのかなと。そういった小学校と

中学校を合わせたようないろんな行事関係も校長先生もこなさ

なきゃいけないというふうにも聞いておりますので、ある程度

そういった応接的な部分も必要なのかなと思いまして、このく

らいの広さというふうに今考えているところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  校長室の中が何か区切ってあって応接室と執務室と分かれて

いるという、そんな感じなんですか。 

  
内村智 学校施設課長  現在のところ、簡単な間仕切りで、基本的には完全に壁とい

うわけではなく、パーティションというような形での区切りと

いうふうに考えているところです。詳細につきましては、今後

具体的に検討していきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 
遠藤洋路 教育長  これは校長経験者の方に、どうですか。このぐらいはやっぱ

りあった方がいいですか。 

 
須佐美徹 教育次長  羨ましいなという、こんな広い校長室、入ったことがないの

で、高校の校長室みたいだなという印象があります。 

 これだけスペースがあると、いろんな来客の方にゆとりを持
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って対応できるなということと、あと行事等で来賓の方をお呼

びしたりするときに結構な人数だったりするときにも、これだ

け広いと対応できるなという気はしますので、私がもし校長で

あれば、このぐらい広い校長室だったら嬉しいなというふうに

思いました。 

 
松岡美幸 指導課長  感覚的なものですけど、私が校長だったとき、非常に狭くて

来客のときには非常に苦慮したという気持ちがあります。だか

ら今、須佐美次長のお話のとおりということはありますけど、

その頻度にもよるのかなと思っておりまして、それが年に１回

とか数回のことであればもう少し有効な活用の仕方もあるかな

というふうに思ったところです。 

 
澤栄美 委員  さっき休憩時間に話が出た話ですが、職員が休憩できる部屋

というのが、以前あったのは、今、主事さんといいますけど、

用務員の方の部屋だったのかなという話になったんですが、や

はり妊娠していらっしゃる先生とか体調が悪い先生がちょっと

横になれるような部屋というのがあるといいなと思ったとき

に、広過ぎるんであれば、そういったのもあってもいいのかな

というふうにもちょっと思ったりした。会議室というのがさっ

き西山委員から質問ありましたけど。通常の職員会議というの

はもう職員室でやるんですよね。会議室は、やっぱり例えば学

年の特別にちょっと生徒指導で何か話し合わなければならない

とか、そういったときとかお客さんが来るときにとかに使うと

思うんですけど、そういうので、もし大人数が来られるときに

はそこが活用できるということであれば、そういったスペース、

ちょっと休憩スペースみたいなのがあるといいかなというふう

にもちょっと思ったりもしました。 

 
内村智 学校施設課長  先ほどのも職員の方のちょっとした休憩スペースという話で

ありますけど、これが、４ページになりますけど、２階の左上

のほうに職員の更衣室がございます。その奥に畳敷きで今、３

畳程度ではございますけど、畳敷きでの休憩室というものを設

けさせていただいているところでございます。 

 
澤栄美 委員  じゃ、校長室は今のままでもいいかなと。 

 
遠藤洋路 教育長  まあそうですね。職員室に比べてあまり校長室が広々してい
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たら、何か職員からは何でこっちは狭いのに校長室は広いんだ

みたいな文句が出たりするかもしれないと思いましたけど、職

員室も余裕があるならばこれでもいいんじゃないですかね。 

  
苫野一徳 委員  これはいろんな現実的な制約もあるかと思いますし、校長先

生の方針にもよるとは思うんですけど、こどもたちが憩える校

長室だと素敵だなという気持ちはあります。これくらい広けれ

ば校長室を開け放って、いろいろと考えなきゃいけないところ

はあると思うんですけど、気軽に校長先生とお話しできるとい

うスペースになったらすてきだなと思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  上に会議室とさっき西山委員からもあった、これと何か図工

室とか更衣室とかを挟んでミーティング室というのがあります

けど、これは何。ミーティング室というのは会議室なんですか。 

  
内村智 学校施設課長  こちらのミーティング室というのは、体育関係のイベントで

いろいろミーティングをやったりとか、そういったためのミー

ティング室という形での位置づけと考えているところでござい

ます。 

 
内村智 学校施設課長  すみません。部活動関係でいろいろ話をしたりミーティング

をしたりというようなスペースとか、大会のときの会場にも当

然なってくるかと思いますので、そういったときのスペースと

いう形での利用というのを想定しているところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  なるほど。色が緑になっているから、体育館と同じ色になっ

ているから体育系の施設だという、そういう整理なんですかね。

単純に会議を英語にしてミーティングにしてみたとかそういう

ことじゃないですね。分かりました。 

  
澤栄美 委員  今ふと思い出したんですけど、ＡＬＴの先生たちが来られま

すよね。そのときに、私が行っている学校ではカウンセラー室

とカウンセリング室って何が違うのと、いつも何かよく分から

ないんですけど、カウンセラー室は応接のセットがあって、カ

ウンセリング室が長机とかあって、そこを結構ミーティングに

使われたりとかされている学校が多いんですけど、そこが何か

控室みたいになって、カウンセリングしているときに、もうエ

キサイトしてＡＬＴの人たちがきゃあきゃあ言っているときに
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困ることがあることをちょっと思い出したんです。 

 そういった何か、時々来られる先生のはやっぱり職員室に机

を置く前提なのか、そういった休憩室じゃないですけど、合間

にいる部屋として何か別に造られるのかなというのが１点と、

もう一つ、全く別のことなんですけど、吹き抜け、何か間が空

いている状態になりますよね。下に人がいたりすると、上から

のぞいたりして安全面の、その辺はどんなふうに工夫されてい

るのかなというのも教えていただきたいと思います。 

 
内村智 学校施設課長  まず、第１点目のＡＬＴ等の先生方が来たときの対応という

ことでございますけど、基本的には今、職員室のほうに机をと

いうふうに考えております。ただどうしても、私も何度も学校

へ行っておりますけど、やはりある程度集まってわいわいとさ

れるんですけど、そういうときはもう会議室等でも利用してい

ただければなというふうに思っているところでございます。 

 それと、吹き抜けに関してですけど、やはりこれも、いろん

な議論の中で他の課からもそういったご意見をいただきまし

た。そういうことにつきましては今後細かく、落下防止、上か

ら物を落としてもやはり危険でございますので、そこについて

の対応というのも今後、詳細設計の中で煮詰めさせていただけ

ればというふうに思っているところでございます。 

  
西山忠男 委員  同じその吹き抜けの中庭で気になっているのが排水なんです

よ。この地区は排水があまりよくないと思うので、大雨が降っ

たときに中庭からの排出がうまくいかないとそこから床上浸水

するということが考えられますので、その点は大丈夫でしょう

かね。 

 
内村智 学校施設課長  私ども、そこの部分につきましては非常に懸念しておるとこ

ろでございまして、そこにつきましては、基本的にはもう排水

ポンプで強制的に水をかき出していくというようなシステムを

今回採用という形になっております。 

  
遠藤洋路 教育長  あと、別室登校みたいなこどもが来る部屋というんですか、

そういうのも要るだろうと思うんですけど、それはどの部屋に

なることを考えているんでしょうか。 

  
内村智 学校施設課長  基本的に実際に特別支援学級そのものがここまで数が合わせ



令和６年（２０２４年）９月 教育委員会会議録【９月２６日（木）】 

 36

ても多くございませんので、どこかで部屋が必ず余っていく形

になるかと思います。そこら辺はうまく、あとは学校側の運用

になっていくかと思いますけど、そちらで利用していただくと

いう形になるというふうに想定しているところでございます。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

  
苫野一徳 委員  そういえば全体的な感想を最初に申し上げるのを忘れていた

ので、すごくわくわくしました。これはすごくわくわくする校

舎だなと思って、ちょっと感動しました。 

 前回も少しだけ、ダメ元でいろいろとご提案したんですけど、

もしも外の場所がどれくらい取れるか分からないんですけど、

例えば、ある学年やクラスや何やらが、自分たちが今年総合で

畑をやりたいとか畑を作りたいとか、自分たちはちょっと動物

を飼いたいとか、何かそういうことが起こったときに対応でき

る校舎だったらいいかなというのであって、みんなでちょっと

相談して、この広場は、今年はここの人たちが畑とか作っても

いいかもねみたいな、そういう広場みたいのがいくつかあって、

総合とかで何をやるかによって必要なスペースって違うと思う

んですよね。屋内でそれができるようなものもあれば屋外で畑

だったり動物飼育とかだったりするとやっぱり外しか使えなか

ったりすることもあると思うので、そういうスペースを、余裕

を取ってやることとかできないかななんていうのをダメ元でち

ょっとご提案したいなと思いました。 

 
内村智 学校施設課長  生き物の飼育については正直想定をしておりません。今とこ

ろはどちらかというともう飼育をやめていくような状況でござ

いますので、今のところ、こちらに関しては想定をしておりま

せん。 

 先ほど菜園関係ですけど、校舎の実際の南側の一帯、今資料

でいきますと２ページの学園広場とあります。その下に横に点

線が書いてあるかと思いますけど、この点線が書いてあるとこ

ろが舗装されている部分でして、その下の部分、隣地との境界

部分ですけど、そこは全部畑というか、菜園を想定したエリア

というふうに今考えているところでございます。 

  
苫野一徳 委員  そこを何とかちょっと検討もしていただくことは不可能でし

ょうか。そういうもしかしたら小さめの動物であったら飼える
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かもしれないみたいな、そういうちょっとロマンあふれるキャ

ンパスといいますか、そんなのももしできるならやれないかと

思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  周りの何か農家の方にお願いするとか、場所は。いいような

気がしますけど。無理に学校内というよりは、あれば協力して

くださる方がいらっしゃればですけどね。土地はそれなりに広

いところでありますので。 

 あと、この屋上ですね。ルーフテラスというさっきの卵みた

いな丸いものの屋根の下にあるルーフテラスの横の屋上は設備

スペースということで、何かいろいろ設備が置いてあったりす

るんでしょうけど、何かここがもうちょっと屋上庭園みたいに

出られたら面白いのになというふうに思うんですけど、何かそ

んな面倒くさいことしたら管理が面倒くさいから嫌だという感

じなんですかね。 

  
内村智 学校施設課長  屋上の設備スペースというふうに記載しておりますけど、こ

こに実際にはもう空調機の室外機関係がずらっと並んで、ほと

んど埋まってしまうような形になるというスペースでございま

す。施設を維持していく上ではこういったスペースがどうして

も不可欠になってまいりますので、これについてはちょっと利

用は難しいのかなというふうに思っているところでございま

す。 

 
遠藤洋路 教育長  そこにずらっと何かもう機械が並んでしまって、あまりスペ

ースがないのであればしようがないなというふうに思いますけ

ど。何か、この一番上のスペース、４階になっている割にはい

まいち開放感が足りないなというふうに。プールはありますけ

どね。何かルーフテラスというところがその役割を少し果たす

かもしれないなとは思いますが。まあ、分かりました。そこは

機械で全部使いますというんだったらしようがないなと思いま

すね。 

 
村田槙 委員  とてもすてきなスペースがいっぱいあって、特に交流スペー

スはすごくいいなと思っていて、特に３階の最上級生らしく多

目的に使用できるオフィスのような空間というふうに書いてあ

るところが、せっかくそういうふうにすてきな空間が用意され

ているのであれば、先生方も会議室で会議というふうにしない
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で、ぜひこういうところで伸び伸びと会議をしていただく日が

あったりとか、あってもいいのかなというふうにも思いました。 

 それから、校長室のさっきお話がありましたけど、地域の方

とか特に保護者の方とか、急な来校というのは結構多いと思う

んですよね。自分も校長室に伺ったときとかに、どうぞどうぞ

と言っていただいたときにいろいろお仕事のものがいっぱい置

いてあったりとか、やっぱりそれも、さっきのメールじゃない

ですけど、あまり人目に触れたらいけないものとかもきっとい

っぱいあるでしょうし、そういう校長先生のお仕事の場とは別

にこうやってきちんと人に対応できるスペースというのが確保

されているのはとても私はいいなと思いました。 

 
西山忠男 委員  細かいことを教えてください。トイレ関係です。 

 ＨＷＣというのは多目的トイレのことでしょうか。そうです

ね。ＰＳとＳＫは何ですか。 

 
内村智 学校施設課長  ＰＳはパイプスペース、実際の配管が通るスペースのことで

ございまして、ＳＫというのは掃除流しを意味するちょっと建

築的な用語でございますけど、そういったスペースを確保して

いるということを表記しておるところでございます。 

  
遠藤洋路 教育長  あと、交流スペースがいっぱいありますよね。これは廊下と

仕切れるのか、廊下から丸々つながっていて開いているのかに

よっても何か大分使い道が違うと思うんですけどね。例えば３

階のみんなで使える大会議テーブルのある空間という。そうな

んだけど、これ左右が廊下でそのままつながっているんだとし

たら、何かあまり落ち着かない会議になるなみたいな感じで。

ちゃんと部屋になっているんだったら会議できるとは思うんで

すけど、何かスカスカなのか、仕切れるのか、その辺はどうな

んでしょうか。 

 
内村智 学校施設課長  場所場所によって若干スペース的なものは違いまして、先ほ

ど教育長のほうから話がありました３階につきましては、今の

ところを廊下とのツウツウの形での計画というふうに出してい

るところでございます。 

 ただし、下の階の交流スペースにつきましては、ちょうど中

庭と２階については面しておりますので、そこはもう完全に壁

という形でして、廊下側はオープンなスペースというふうには
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なりますけど、基本的には廊下とオープンなスペースというふ

うに今考えているところでございます。 

 ですので、透明なアクリル関係で、見えはするけどそういっ

た音的にはそんなに聞こえないというようなことも今後検討で

きるのかなというふうに思っているところです。 

  
遠藤洋路 教育長  下のほうの階の何かくつろげるというスペースですみたいな

ものであれば、別に廊下とそのままつながっていても全然問題

ないと思うんですけど、上のほうの階の何か会議室だったり、

机と椅子が並んでいますみたいな形式だと、逆に何か仕切りが

ないとちょっと会議も交流もしにくいかなと思うところはある

ので、もし透明なもので何か仕切れるとか、要するに声が周り

に響かないとか、逆に周りの声がわあわあ入ってこないとかと

いう工夫ができるんだったら、そこはしたほうがいいのかなと

思いました。 

 
内村智 学校施設課長  廊下との境でございますけど、壁はないですけどカーテンレ

ールで対応という形で今考えておったんですけど、やはりカー

テンですと声関係がどうしても漏れてしまいますので、そこは

再度ちょっと検討させていただければというふうに思っており

ます。 

  
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 では、ほかになければ本件は以上といたします。 

 
 

・報告（２）金峰山少年自然の家新施設整備運営事業について 

 

《原口琢哉 地域教育推進課長 報告》 

 

西山忠男 委員  ３月に開設セレモニーが予定されているということで、それ

はそれで結構かと思うんですけど、それとは別に教育委員会主

催のオープンセレモニーをやったらどうかなと思うんです。そ

れは、小中学校の校長先生と教育委員会、我々と一堂に会して

何かシンポジウムをやってもいい。例えば、博物館の人に金峰

山の自然についてというような講演をしてもらってもいいし、

全く関係なく教育委員会のまたシンポジウムをやってもいい
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し、あるいは泊まり込みで。飲み会はできないんですね。食事

会でもやって懇親を深めるとか、何かそういうイベントを企画

したら面白いかなと。そしたら校長先生方がこの少年自然の家

についてよく分かって、利用も進むんじゃないかなという気が

しますけど、いかがでしょうか。 

 
原口琢哉 地域教育推進

課長 
 ご意見ありがとうございます。 

 教育委員の皆様にはもう内覧会等にご案内をしたいと思って

おりますが、今、委員のほうからそのようなアイデアをいただ

きましたので、課のほうや金峰山ビレッジのほうとも、こうい

うご意見が出たということでご検討させていただければと思っ

ております。 

  
遠藤洋路 教育長  泊まり込みですか。 

 
西山忠男 委員  それもいいんじゃないかと。 

 
遠藤洋路 教育長  そうですね。 

 
西山忠男 委員  以前、この計画が出たときに天体観測もいいんじゃないかと

いう案を出して、天体望遠鏡を設置できないかという提案をし

たんですが、それはどうなっていますでしょうか。 

 
原口琢哉 地域教育推進

課長 
 施設の中にワイルドタワーという一応天体を観測できる場

所、天体観測デッキというのがございますので、そういったも

のを活用しながら星空観察なども可能となりますし、天体望遠

鏡もちょっとビレッジのほうとも相談して、星を見られるよう

な天体観測ができれば、と考えてまいりたいと思っております。 

 
西山忠男 委員  天体観測については、やっぱり博物館の中に詳しい人が多分

いると思うので、そういう人たちの知恵を借りて適当な天体望

遠鏡を購入してもらうとか、もしさっき言ったような泊まり込

みでの懇親会ができるんだったら、そのときに観望会、天体観

測会を実施してもらうとか、そういうのもいいんじゃないかな

と思います。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。西山委員が主催ということですかね。 
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西山忠男 委員  いやいや。 

 
遠藤洋路 教育長  いろいろ活用できると思いますので、考えてみましょう。 

 では、ほかになければ本件は以上といたします。 

 
 

・報告（３）熊本市立学校教員採用選考試験（追加募集）の実施について 

 

《上村清敬 教職員課長 報告》 

 

西山忠男 委員  こういう２次募集はあまり私は記憶してないんですけど、ど

うして今回これだけ大量の２次募集が必要になったんでしょう

か。 

 

上村清敬 教職員課長  おっしゃるとおり、熊本市として初めての追加募集というこ

とになりますけど、もう単に採用予定者数を満たすことができ

なかった数が多かったからということになります。 

 
西山忠男 委員  受験者は一応あったけど採用に値する人が十分な数いなかっ

たということでしょうか。 

 
上村清敬 教職員課長  教科によりましては志願の段階で既にもう定員割れをしてい

る教科もございましたので、そういう教科でも一定のこちらで

基準を設けておりますので、そこを満たさなかった方は不合格

とされていることもございます。 

 
西山忠男 委員  やっぱりちょっとびっくりしていまして、かなり深刻な事態

じゃないかなというふうに思うんですよね。特に、お話のあっ

た特別支援のやつは２０人あと足らないわけですよね、小学校

と中学校。２０人という数はそう簡単ではないので、やっぱり

さっきおっしゃったような後で免許を取っていいですよという

のもいいですけど、もっと積極的に何か働きかけないと難しい

んじゃないかなと。ほかの教科での受験を考えている人もぜひ

特別支援を受けてくださいとか何かね。特別支援は別に別枠で

受けてもいいですよ、こっちとこっちと両方受けられますよと

か何か工夫しないと難しいんじゃないかと思いますけど、どう

でしょうか。 
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上村清敬 教職員課長  特支につきましては、実は昨年度も採用予定者数を志願の時

点で満たさなかったという事例がございましたので、今年度も

大変厳しいことが予想されておりました。そのとおりになった

ところでございまして、そのような中で今回新たに見いだした

のが、今は持っていないけど後で取ることができる方というと

ころまで、今後は特支枠についてはそのようにすることで、受

験倍率が高い学科もありますので、例えば体育とかいうところ

は今年もかなり高いところがございましたので、そういう方々

にも特支に志していただくきっかけづくりをちょっと我々とし

ても考えてまいりたいと思っております。 

 
西山忠男 委員  分かりました。ちょっと私も、これどうしたらいいのか、い

いアイデアがないんですけど、中学、高校も各科目、英語も相

当数足りないですよね。どうしたらいいのかなと非常に頭が痛

い問題ですよね。 

 それと、関係ないですけど、私たちがまた面接をするんでし

ょうか。 

 
上村清敬 教職員課長  これからではございますけど、今のところ教育委員会の内部

で行おうかと考えております。 

 
遠藤洋路 教育長  この特別支援教育の枠は、ここにある国語、数学、理科、美

術、家庭、英語の免許を持っている人ということではなくて、

例えば体育とか音楽とかほかに倍率が高い教科の免許を取って

いて、これから特別支援教育の免許を取りたいですという人で

もよいのか、あるいはここに書いてある教科なのか、そこはい

かがですか。 

  
上村清敬 教職員課長  特支の枠につきましては、今取得されている教科は問いませ

ん。何の教科でも構いません。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。そこが少し分かりにくいというか、この募集

している教科じゃなくてもいいですよというところがより明確

になっていると出願しやすいかなというふうに思いました。 

 それともう一点は、今回、現職の人か正規教員の経験者に限

っていますが、臨時採用の人を対象にしていない理由というの

はどういうことなんでしょうか。 
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上村清敬 教職員課長  臨時的任用教員の経験を長く有している方というのも検討さ

せていただいたところではございますけど、今回、試験内容と

して筆記試験は課さないというところでございますけど、１日

で済ませる、会場の問題とかも含めまして実技も行わないこと

としております。実技を行わないというからには、既に正規教

員になられた方は何らかのそこの自治体での実技試験もパスさ

れたという経験がありますので、そこで担保いただけるという

ことで、今回は正規教員のみに限らせていただいたところです。 

 
遠藤洋路 教育長  夏の試験では、臨時採用を長くやった人は１次試験免除で２

次試験だけですよね。今回は２次試験だけと同じものなんだっ

たら、臨時採用の人も対象にしてよいようにも思うわけですけ

ど、違いが何でしたっけ。 

 
上村清敬 教職員課長  夏の試験では、２次試験で模擬授業と面接と、教科によって

実技試験を行っております。例えば美術とかいう場合は実技を

行うところなんですけど、実技を行うだけの今回、要員も割く

ことができないということで、臨採さんは夏の試験では実技試

験を行うところが今回できないので、臨採さんは除かせていた

だいたというところです。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。じゃ実技をしない教科、国語とかだったら臨

時採用の人を含めてもいいということですか。 

  
上村清敬 教職員課長  確かに条件としては同じになります。 

 
遠藤洋路 教育長  一人でも多くの人に受けてほしいということなんだったら、

実技がない科目は臨時採用の人も受けてもいいよというふうに

すれば一人でも多くなるようにも思いますけど、そこはどうで

しょうか。 

 
上村清敬 教職員課長  すみません。今回は、教科によって条件を変えるところまで

は検討しませんでした。どういう弊害があるかというと、直ち

にこういう弊害がありますということは申し上げることはでき

ませんが、同条件ということを前提に進めましたので、そこは

ちょっと、そこまで考えられなかったところです。 

 確かに、門戸を広げようとすればどんどん広げることはでき
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るんですけど、実際のところ、臨時的任用教員の経験で今回夏

の試験を受けたという方々は、そもそもそれほど多くもなかっ

たということがございます。もうほとんどの方が臨採経験豊富

な方も本採用のほうに切り替わっておりますので、それを条件

を広げたとしても、あまり今回受験者が増えるということにな

らないというふうに今思うところです。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。臨時採用が足りないので教員採用試験を受け

る人も少なくて倍率も下がっているというのが現状ですから、

確かに臨時採用の人から追加募集してもあまり受ける人はいな

いのかもしれないという、それは一つ、ある程度予測できる結

果かなというふうには思いますが。ぎりぎり一人でも多く門戸

を広げるということであればそういう方法もあるかなというふ

うには思いましたが。具体的に実技をしている科目って、教科

でいうとこの中でどれなんでしょうか。 

 
上村清敬 教職員課長  ここでいいますと美術のみになります。今回ここでは募集し

ていないのは、体育であったり音楽であったり幼稚園が実技を

課しているところになります。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。美術だけなら実技してもいいような気もしま

すけどね。そうでもないのかな。 

 
上村清敬 教職員課長  私みたいなど素人はそういうふうに思いました。教育長のこ

とを素人と言っているわけじゃないですけど、美術って３時間

ぐらいあるんですね。描くところからずっと見ているらしくて、

最終形だけ見ればいいんじゃないかと思ったんですけど、やっ

ぱりその手順を見る必要がある。また、そのテーマを考えるた

めにも３回ぐらい寄り集まって考えられるということで、それ

ほど簡単にできることではないということを得々と説明を受け

ました。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。それとほかの教科をどう考えるかというとこ

ろですね。 

 
西山忠男 委員  私も教育長と同感で、この条件は厳し過ぎるなという感じが

するんですよね。到底埋まらないんじゃないでしょうかね。 

 ①の条件だと、具体的に言うと県の教員が市の教員に移りた
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いという人が対象になるということでしょう。②のような先生

は確かに何人かいるかもしれないけど、そんなに期待できない

と思うんですよね。 

 これ、埋まらなかったどうなるんですか。 

 
遠藤洋路 教育長  まず、①は県以外ですから、他県の正規教員ということです

ね。 

 
西山忠男 委員  ああ他県のですね。 

 
上村清敬 教職員課長  こちらで埋まらなかった場合なんですけど、もともと退職者

の分だけを新たに採用するというわけではなくて、今、臨採で

いらっしゃる方の分も正規採用に置き換えていくという計画

で、なるべく今まで臨採の率が高かったということもございま

すので、正規教員を増やしていくという考えの下でしたので、

直ちにこれが埋まらなかったからといって、もう先生が足りな

いということにはなりません。その分は当然臨採のほうで確保

するというふうに努めることとなります。 

 
西山忠男 委員  分かりました。 

 

遠藤洋路 教育長  もともとかなり多めにというか、採用の枠をここ数年取って

いますので、この人数取れなかったから今、教職員課長が言っ

たように足りないわけではないんですが、この人数取れたら大

分余裕があるよねというふうには思っています。 

 特別支援教育推進のところでこれから免許を取りたいという

人でもいいよというふうにするんであれば、今倍率の高い教科

で、臨時採用でやっている人が私はこっちでやってみようかな

というふうに思う場合もあるのかなというふうに思うんですよ

ね。だから、もちろんこれでまずやってみるという方法もある

なと思うんですけど、悩ましいなと思うのは、臨時採用の人も

対象にしたら、特に特別支援の部分は埋まる可能性というか、

少し受験者も増える可能性もあるのかな。今までなかった種類

ですから、これから取れますよという、でも現職とか正規の人

だけという母集団にしてしまうとやっぱりちょっと少な過ぎる

ような気もするんですよね。だから、ちょっとどうかなという

ふうに思いますけど、どうでしょうね。 

 これはこれで一ついいと思うんですけど、それにプラス臨時
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採用の人で特別支援の免許をこれから取りたいという人、いる

かな、どうかなというところですけどね。 

 
上村清敬 教職員課長  我々も一番ターゲットとして見込みたかったのは、やはり保

健体育を合格に至らなかった方、かなり今回も１０名の採用予

定者に対して６３名応募がありましたので、かなりの方が落ち

られていると。やはりこれまでも落ちられている方の中では、

もう特支に切り替えて受けてこられた方々もいらっしゃいま

す。今回その枠も、今回特支のほうに臨採でお勤めの方を対象

にしたいとも考えたところですけど、やはり先ほどの体育の方

というのは当然夏の試験では実技も受けていただいて、走って

泳いで柔道したり野球したりということでその技能を確認して

いるところなんですけど、それを今回行うことができないとい

うことですので、特支であったとしても体育の方には本来、夏

の試験であれば実技を課さなければなりませんので、そことの

公平性の部分でやはり断念させていただいたということです。 

 
遠藤洋路 教育長  なるほど。そうですね。確かに体育は実技がありますもんね。

分かりました。 

 では、まずこれでやってみるということですね。臨時採用の

方は受けられないけど、来年度また臨時採用していただきなが

らも１回来年度の試験を受けていただくというのが本来、もと

もとのスケジュールではあるわけですから、そういうふうなこ

とでお願いするということですかね。 

 
上村清敬 教職員課長  今回はこれでいかせていただきたいと思いますけど、先ほど

ちょっと分かりにくいとおっしゃった部分です。特支の枠の場

合も何の教科に限定されるかのように見られるという部分はち

ょっと表記を考えたいと思います。 

 
遠藤洋路 教育長  ごめんなさい、もう一回聞いていいですか。 

 そうすると、体育の先生で特別支援を受けるという人も別に

特別支援の免許を持ってなくてもできるけど、体育の実技を通

って正規になっている人であればいいけど、体育の実技試験を

通っていない人が特別支援をこれから取るから受けたいと言っ

ても、それは駄目ですよという、そういうことなんですね。正

規教員であればどの教科の免許を持っていてもいい、特別支援

のここに書いてある教科じゃなくてもいいんですよと、そうい
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うことですね。分かりました。 

 できるだけ、対象になる人が自分が対象だということが分か

りやすいようにしていただいて、一人でも多くの人に受けてい

ただけるようにしたいと思います。 

 では、本件は以上といたします。 

 
 

日程第６ 自由討議 

・テーマ「こどもの平日の休みに関する新しい制度について」 

 

《松岡美幸 指導課長 説明》 

 

遠藤洋路 教育長  この平日休める制度については、熊本市の市議会でも度々こ

うしたものをつくってはどうかという、そういう質問、意見も

いただいているところでして、他県あるいは他都市の状況も見

ながら議論をしていきたいというようなことでこれまでは回答

していたところです。 

 ほかの都市あるいは自治体の状況を見ますと、基本的にはこ

どもが保護者と共に何か体験するというようなときに事前に届

けを出して休めるという、そういう仕組みをつくっているとこ

ろが多いわけですが、熊本市においてそういう他都市が導入し

ているものと同じようなものを導入するのがよいのか、あるい

は保護者と一緒じゃなきゃいけないという条件に関しては批判

もあって、なかなか一緒に保護者と出かけられないようなこど

もにとって不利ではないかというようなご意見もあるわけなの

で、あえて保護者と一緒にどこかに出かけるとか過ごすという

条件をつけるべきなのか、あるいはそこでやるものが学び体験

である必要があるのか、そのほかの条件がどうなのか、という

のがこの資料１の部分ですね。幾つか論点として書いてあると

いう、そういう状況になっています。 

 率直な感想とか何でも結構ですけど、ご意見ありましたらお

願いします。 

 

澤栄美 委員  今説明していただいた中で、そういう保護者と行けないこど

ももいるんじゃないかという意見があったということ、私はも

うそれを一番に考えました。 

 それともう一つは、そこまでして学校に許可を得てやらなき
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ゃいけないことなのかなというのがあります。私も長い、３８

年間教員だったわけですけど、以前は、自分がこどもの頃もそ

うだけど、病気以外で何か旅行とかで学校を休むなんてという、

そういう状況だったと思うんですけど、最後は中学校だったと

いうのもあるからちょっと状況が違うかもしれませんけど、小

学校に勤務していた頃だともう全然平気で、旅行に行くからお

休みするというのは普通にあったんですよね。それは学校の欠

席の理由としては事故欠、事故欠というのは事故に遭ったから

欠席と思われがちですけど、病気以外での欠席です。それは事

故欠として扱っていたし、何かそこまでして学校に許可を得て

こういうことをする必要があるのかなというのが私の中の意見

です。 

 それと、さっき一番最初に言ったように、ある私が勤務して

いたお金持ちが多い学校で、コミュニケーションゲームみたい

なのを月に１回ずつぐらい入れていたんですよね。その中で、

何とかフルーツバスケットみたいな感じで夏休み思い出フルー

ツバスケットみたいなのをしたわけですよ。私は大本の担当者

だったので各教室を見回っていたんですけど、結局海外旅行自

慢大会みたいになって、そうじゃないこどもたちが非常に悲し

い思いをするような、これはよくなかったねという話になった

ことも思い出すんですね。 

 だから、やっぱりそういった全てのこどもへの配慮というと

ころで、それはそれでつらい思いをする経験という意味も一つ

あるのかもしれないんですけど、わざわざそういう経験をさせ

る必要もないのかなというふうに、やっぱりどうしてもそうい

うワーケーションを取ったというのであの子はこうだったよね

というのは分かっていくので、私はあまり賛成ではない仕組み

だなと思います。 

  
遠藤洋路 教育長  家族旅行だけを優遇するというのはどうなんだろうというこ

とですね。それは確かにそうだなというふうに思います。それ

を解決する方法として、そもそもこういう制度をつくらないと

いう方向性も一つですし、逆に、家族旅行じゃなくても、別に

自分で家で１人で過ごしますとか自習しますというのでも認め

るというのも一つの方向だというふうに思います。 

 どちらでもいいと思うんですが、そもそも何でこれをやっぱ

りやるのかというところが、別に好きなときに好きなように休

めばいいじゃないですかというのであれば、それはそれでそう
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いうふうに教育委員会としても決めて周知して、学校は好きな

ときに好きなように休んでいいですよということを言うのか、

あるいはそうじゃなくて、やっぱり欠席扱いにしない自主学習

みたいな日をつくって、その日はちゃんと学校に来なくても勉

強しているんだったら欠席扱いにはしませんよというふうにす

るのかという、そういう選択だと思うんですよね。 

 最初におっしゃったように、いや別にそんなの実際みんな好

きなときに休んで旅行へ行っているんだから好きなときに休め

ばいいじゃないかということであれば、もうそういうふうに、

熊本市の学校はそういうものだということをちゃんと言ってあ

げないと、やっぱり休んじゃいけないと、あるいは何か休んだ

ら内申に響くとか、そういう誤解をしている方もいらっしゃる

と思うので。やっぱり休みにくいと思っている人がいるからこ

ういうものをつくってくれという声が出てくるんでしょうか

ら、みんながみんな好きなように家族旅行で休めるんだとは思

っていないのが現状だと思うんですよね。やっぱり何らか休め

る仕組が欲しいなと思っている人は、これはこれでいるんだろ

うというふうに思うので、どういうふうな方向性がいいのかと

いうことだと思いますよね。 

 みんな好きなように休んでいるんだから好きなように休んで

くださいねと、それも何か全く歯止めがないというか基準がな

いのも、そこもそれでいいのかなというところは気にはなりま

すけどね。じゃ３日ならいいですよとかいう、５日ならいいで

すよというものなのかと言われると、そこも分かりませんので、

まさにその辺を聞きたいんですけど。 

 大人の場合は年間２０日まで年休を取れますよみたいなこと

ですし、だから好きなときに好きなように休んでいいですよと

はなっていないわけですよね。休みのときはちゃんと休みで、

ただ、別に家族旅行じゃなくても休めるわけですね、当たり前

だけど。理由を言う必要もないわけなんで、それと比較したと

きに、こどもの学校というのは別に給料をもらっているわけじ

ゃないんだから好きなときに好きなだけ休めばいいよという考

え方もあるかもしれませんし、一方、何らかそうやってちゃん

と休みますよという何か手続を取って休むというのも、なんで

しょうね、休み方改革みたいな何かという、ほかの自治体で言

っているところもありますけど、大人になってからもちゃんと

休める練習をするという意味では、もしかしたらそういう制度

があってもいいのかもしれませんけど。今日は家でゆっくりし
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たいので休みますと言えば休めるというふうにしているのもあ

りなのかもしれませんね。 

 その辺、どんなものなのかなと。ここにメリットとデメリッ

トそれぞれ書いてあるのは、まさにそういったところだと思う

んですよね。 

 みんながみんな同じように、いや別に家族旅行だろうが何だ

ろうが、疲れて休みたいだろうが何だろうが好きなように休ん

だらいいんじゃないですかと皆さん思っているんだったら、別

にこういう制度は要らないと思います。けど現状そうじゃない

前提でどういうふうにするのがみんな休みやすいのかなとい

う、何かそんな話なんじゃないかなと思いますけど。 

 
澤栄美 委員  ラーケーションという前提でなければ、またほかの方法も考

えられるのかなというふうに思いましたね。 

 
遠藤洋路 教育長  ①と②はラーケーションにするかどうかですよね。③はラー

ケーションという前提じゃなくて、「休み」という日をつくるか

ということですね。 
 

澤栄美 委員  そうですね。 

 

遠藤洋路 教育長  ④番は手続的な話でしょうから、事前に休みますよとは言う

んでしょうね、一応ね。ただ、何して過ごしますかみたいなこ

と言うのかと言われたら、それはそれが必要なのかどうかとい

うところはあるんでしょう。だから、目的を決めればそうでし

ょう。家族旅行に行きますというときに休んでいいですよとす

るなら、目的を書いてもらうんでしょうけど、別に目的を問わ

ないで休むなら別に目的は書く必要はないけど、事前に何月何

日休みますと、それは言っといてもらったほうがいいでしょう

ね、学校運営上は。というふうには思います。 

 

西山忠男 委員  利用する、利用しないは個人の自由ですから、こういう制度

があってもいいんじゃないかなとは思います。例えば、②の学

びや体験を行うという例でいうと、音楽を勉強している中学生

がベルリン・フィルが東京に来てコンサートをするのでぜひ見

に行きたいけど、平日だから普通だったら行けない。でもめっ

たにある機会じゃないからぜひ行きたいというような、そうい

う利用の仕方は非常に有意義だから、私はこういう制度を利用
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して行ってもらったらいいんじゃないかなと思います。 

 ただ、私個人が利用したかというと、そんなお金はなかった

し、学校を休むと勉強が遅れるから、後を心配して私自身は利

用しなかっただろうなと、そういう制度があっても。とは思い

ます。だから、利用したい人が利用できるという条件を整える

という意味ではいいんじゃないかなと思いますけど。 

 
遠藤洋路 教育長  確かに、こんな制度を使わなくても休みたいときに休めばい

いという考え方なら、別にこういう制度があっても使わなくて

もいいといえばそうかもしれませんけどね。３日までと言われ

ても、いや別にうちは１週間家族旅行に行きますという人は１

週間、この制度とは別に行けばいいということなのかもしれな

いですし、ただ、使いたいという人は使ってもいいですよとい

う、そういう考え方も確かにあるのかもしれません。 

  
村田槙 委員  今、教育長のお話を聞いている限りでは、この制度があった

ほうがいいという感じなんですか。 

 
遠藤洋路 教育長  この制度をつくってほしいという声があるので、それについ

てどう思いますかということですね。だから皆さんの意見を聞

きたいということなんですけど、なぜつくってほしいかという

趣旨というか、やっぱりそれをお話ししないと、まず何でこれ

をやらなきゃいけないのという話なんでしょうから、つくって

ほしいという人の意見を聞いた上で、要るのか要らないのか、

どうするのかということを聞いてみようということですね。 

 だから、皆さんに意見を聞いて、まあ要らないんじゃないの

という声が多ければそういう前提で、ただ今後、先ほどありま

したように、こどもたちとか保護者とか教職員とか、そういう

方の意見を聞いてどうしますかということで、改めて案をつく

ってお示しするということになるというふうに思っています。 

 ただ、今日は自由討議なので、もう完全に自由です。やって

もいいしやらなくてもいいという前提で、皆さんどう思います

かという、そういう会議です。 

 
村田槙 委員  ありがとうございます。 

 自由に言っていいということなので言わせていただくと、ど

ちらかというとというよりは、大分大いに私は反対のほうの立

場の考えです。 
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 もう既に自分が今子育てしていて、自分のこどもたちと同じ

くらいの学年のこどもたちとか、本当にもう休みたかったら自

由に休んでいる子が多いんですよね。それをあえて制度化する

ということの意義がいまだ自分の中ではちょっとはっきり見え

てこないというのが正直なところで、休日を取るのに許可を与

える必要があるのかとか、そもそも制度化をしないと安心して

休みが取れないとなったら、もう今その状況のほうがどうなの

という気もするんですよね。 

 なので、私はそもそもラーケーションというのが話題になっ

たときから何でと思っていた人間なので、そこは制度化をあえ

てする必要性というのはちょっと疑問があります。 

 というのと、参考の資料のところにあるんですけど、取得の

届出ですね。それが例えば家族での旅行だった場合とかに、直

前に休みが急に取れて、行きたいという家庭もあるんですよね。

事前に、大分前からお休みが大人がこの日取れると分かってい

て行ける職種ばかりじゃないと思うんです。特にうちもそうで

すけど、本当に直前になって急遽、このときだったらみんなで

一緒に行けるねとか、そういうことがあると、１週間前までの

申請とかそういうふうになっているとその種類の届出もできな

いので、そういうのはちょっとイレギュラーな対応をしていた

だくことにはなると思うんですけど、その届出をしないといけ

ないとかそういうのを考えたときに、やっぱり大人の年休とか

そういうのとは違うので、あえて許可をもらって申請してとい

う必要はあるのかなというのがちょっと引っかかっているとこ

ろです。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。 

 制度化しなくても休めるんだからいいということであれば、

やっぱりそれをどうやって皆さんに同じように、そう思ってい

ない人もいるのが現実だと思うので、いや今はもう休んだ者勝

ちみたいなことに、休んじゃいけないと思っている人は勝手に

思っているという、いや、でもそれはあなたが勝手に思ってい

るだけで、別に休んでいいですよということなのかもしれない

けど、じゃどうやってみんなに同じように、別に申請なんか要

らなくて休んでいいですよという意識になってもらうかという

方法はやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね。 

 申請せずに、別に休んで構わないんだから休んでくださいと

いうことは何か、なんでしょうね、どういう方法があるかって、
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それも、これをやらないということで、その前提としては別に

休めるんだからいいんじゃないかという、申請なしで休めるん

だから、もともと、いいんじゃないかということだったら、そ

れをみんなに知ってもらうという方法はやっぱり必要かなとい

うふうに思いますよね。 

 だから、多分休みに対する意識がすごく今ばらばらなわけで

すよね。いや平日しか休みがないから家族で旅行に行けないじ

ゃないかという人たちが現にいて、そういう人たちが休みの制

度をつくってほしいということで、ほかの自治体で休みの制度

ができているわけで、いやそんな制度要りませんと、そもそも

平日でもこどもは申請なしで休んで家族旅行に行ってください

ということだったら、やっぱりそれはそういうふうにアナウン

スを何らかする必要はあるんだろうというふうに思うんですよ

ね。最終的に別にどっちでもいいんですけど、この制度化して

もしなくてもいいんですけど、多分、村田委員がおっしゃって

いるのは、休むなということを言っているわけじゃないですよ

ね。むしろ、別に申請が要らないだろうと、休めるんだからと

いうことをおっしゃっているわけですね。であれば、皆さんが

そういうふうに思ってもらうという方策はやっぱり要るでしょ

う。そうじゃないと思っちゃっている人たちもいるから。休ん

じゃったら何か不利になるんじゃないかとか、入試で不利にな

るんじゃないかというふうに思っている人は具体的に言うと多

分いっぱいいると思うんですよ。そうじゃないんですよという

ことですよね。その辺の方策は、今後これと併せて考えていく

必要があるのかなというふうに思うんです。 

 
小屋松徹彦 委員  私は、この提案が出たときに土日休めていない商売をしてい

る方、こういった方がこどもたちと一緒に過ごす時間というの

はこれで確保できるんじゃないかなというふうに一番最初に思

いましたね。なので私はどちらかというと賛成で、こどもにと

っては今、教育長もおっしゃいましたように、親が例えば土日

仕事しているからなかな休めない、じゃここで休んでいこうと

いうときに、こどもにそれを持ちかけたときに、真面目なこど

もは学校を休むのはどうかなという気持ちになるのは自然なこ

とだろうと思うし、さらに子供の背中を押してやるという意味

では、こういう制度があったほうがいいのかなというふうに思

うので、こどもたちにとっても休むのに少し抵抗感というのは

薄れるかなというふうに思うので、私は、これはむしろあった
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ほうがいいかなというふうに思っています。 

 あと、事前申請を直前とか１週間とか、そこら辺はちょっと

まだ検討の余地があるかと思いますけど、基本的にはラーケー

ションというのはあっていいと。日にちも５日ぐらいでいいん

じゃないかなというふうに思っています。無差別に認めてしま

って歯止めがきかないというのも困りますし、それから村田委

員がおっしゃったように、本当はもう家族単位で信念を持って

休んで行くよということでまとまればいいんでしょうけど、そ

れはなかなか、全体的にそういう意識になるというのはちょっ

と時間かかるのかなという気もしますので、私はそういうやり

方ではなくて、むしろラーケーションみたいなやり方でいいか

なというふうに思いました。 

 それと、幾つかの実践されているところがありましたけど、

私は愛知のやり方が一番いいかなというふうに思いました。 

 それと、熊本県の場合、逆に県立中学校、高校、特支という

ことで、小学校が抜けているんですね。県はどういったことで

小学校を外したんだろうかなというのがちょっと疑問だったの

で、もしその辺の情報があれば教えてください。 

 
松岡美幸 指導課長  まず、愛知県ですけど、この資料を作った後の段階で特別支

援学校と義務教育学校が追加されているということが分かりま

したので、すみません、そこは資料のミスでございます。 

 それと、熊本県につきましては今、県立学校で厳密に言うと

試行段階なんですよね。今、県立のほうでやっているという状

況でございます。小学校は県立はないので、そこの対象が外れ

ているというところです。 

 
小屋松徹彦 委員  分かりました。 

 
遠藤洋路 教育長  小屋松委員は、愛知県がいいなと思うのは、何かほかと比べ

てどの辺がいいなって思われたんですか。 

  
小屋松徹彦 委員  まずは、やっぱりこの定義ですね。「こどもが保護者とともに、

平日に、校外で、体験や探究の学び・活動を、自ら考え、企画

し、実行することができる日」というのが一番いいかなと、定

義がですね。というのがありました。 

 この学びも、考えるっていろいろ幅広く考えられるわけで、

というのもありましてこれがいいかなと思いました。 
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遠藤洋路 教育長  愛知県が一番オリジナルですよね、たしかね。 

 
小屋松徹彦 委員  最初にやったんですね。 

 
遠藤洋路 教育長  ええ。やはり平日休めない人たち、大人がいるので、平日に

こういうものをつくってほしいという声が一番最初に上がって

つくったのが愛知県だというふうに思っています。 

 
苫野一徳 委員  論点が違うかなと思うので、できるだけ整理して議論できた

らと思うんですけど、まず一つ、前提として、今でも好きなと

きに休んだって構わないという場合も無制限には休めないです

よね。 

 
遠藤洋路 教育長  良いか悪いかといえばどうか分かりませんけど、現実には完

全に学校に来ないで長期欠席のこどももいますけどね。 

 
苫野一徳 委員  親の教育を受けさせる義務という観点からいって、親の都合

で平日しか休めないので取りあえず週に４回ぐらいはこどもを

旅行に連れていきますみたいな、そういうことはやっぱりそれ

はＮＧですよね。その辺の境界線というか、それがどこにある

のかというのをちょっと知りたいなと思ったのが一つ。 

 私も、さっき村田委員のお話を伺って思ったんですけど、私

自身はどうかなというと、やっぱり私もこどもと遠く離れてい

るので、やっぱり休みがなかなかかぶらない。そういうときに

は学校を休んででも一緒にいたいなと思うことがあるんですけ

ど、すごく心理的ハードルが高いんですよね。やっぱりなかな

かそれはできないよなと思うんですよね。そう考えると、学校

はそうやすやすと休める場所じゃないと思っている人がすごく

多いんじゃないかな。だとすると、３日ぐらいだったら連休み

たいな形でそういうこともあってもいいんですよというのは、

一つ後押しになるかなとは思いました。 

 ただ、その場合、私自身は理由不問で事前申請なしがよいん

じゃないかなと思いました。先ほど小屋松委員が言われた、こ

れは保護者とというのはいい考えだとおっしゃったんですけ

ど、澤委員がおっしゃったとおり、保護者とどうこうできない

という場合もあるだろうと思うし、そういう意味では理由不問

で、３日ぐらいであれば遠慮なく休んでもいいよというような
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形だと、あまり心理的ハードルはないのかなというふうに思い

ました。 

 取りあえずお聞きしたいのは、もしご存じの方がいればなん

ですけど、無制限には休ませられないですよねという現状にお

いても、そこはどう考えたらいいのかなとことですね。 

 
遠藤洋路 教育長  法令的には、７日間正当な理由がなく学校に行かせなければ、

就学という督促の対象になるというふうに決まっているように

思いますので、まあそのぐらい。ただ、現実問題、じゃ７日間

休んだからといって就学義務違反だということで教育委員会か

ら督促することは、今はほとんど行われていないというふうに

思います。 

 
苫野一徳 委員  ありがとうございます。なるほど。 

 ということは、でも一応法令的に、７日というのは連続では

なくて年間で７日ということですか。 

 
遠藤洋路 教育長  恐らく連続じゃないかと思います。ちょっと学校教育法施行

規則とかを見れば書いてあると思うんですけど、今ちょっと手

元にありませんので。 

 
苫野一徳 委員  なるほど。それは、でも７日ということがあるとすると、や

っぱりそんなに簡単にしょっちゅう休ませていいという感じじ

ゃないですよね。 

 
遠藤洋路 教育長  ではないですね。 

 
苫野一徳 委員  となると、堂々と休んでいいよというのがあるというのはあ

っていいのかなという気がいたしました。 

 
遠藤洋路 教育長  ７日というのはやはりこどもの教育を受ける権利を侵害しな

いという意味なので、こどもの意思に反して親が学校に行かせ

ないという場合には就学義務違反になり得ると思います。ただ、

こどもが自分の意思で行きたくないとか行きたくても行けない

という場合は、７日以上休んでもそれは就学義務違反にはなり

ません。長期欠席、不登校という扱いにはなりますけど、それ

は法令違反ではないという、そういうことだと思いますので、

家族旅行に行く場合も、こどもは行きたくない、学校へ行きた
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いと言っているのに無理やり海外旅行に連れていったら、それ

は就学義務違反になりかねない。期間によりますけどね。そこ

はもしかしたら、いや好きなように休んでいいですよという中

にも、休み方によっては、よい許される休みと今の制度で許さ

れない休みがあるのかもしれません。 

 
澤栄美 委員  そもそも、まだ皆勤賞があると思っている人とかもいるんで

すよね。 

 
遠藤洋路 教育長  何がと言いましたか。 

 
澤栄美 委員  皆勤賞があると思って、熱があっても取りあえず学校に来て、

それで出席にして帰るみたいな子もいるんですよ。だから、そ

ういう昔の流れがまだあって、学校は休んじゃいけないものだ

と、休まないほうが心身ともに健康なんだみたいな、そういう

考えがずっと残っているのかなと思ったときに、やっぱり学校

の欠席ってこういうものですよというのをどんなかの形で知ら

せる必要もあるのかなと。 

 私は、これに何か違和感を感じるのは、ワーケーションとい

う形をきっちりつくって、それで安心してくださいねというの

が何か全体には合っていないような感じがするなというのを思

うんですよね。アンケートの結果だったかに、やっぱり勉強が

遅れるかもしれないから取れないみたいなこどもの声があった

と思うんですけど、そこら辺の何か自己責任を伴うものだとか

そういうさっきの法的な部分もあるものだというところも、ど

こかでやっぱり知らせていく必要もあるのかなと。だから、例

えば事故欠という言葉は学校内の言葉で、案外知りませんよね

とさっき言ったんですけど、欠席にはこういうものがあります

よとか、例えば熊本市では言えないとすれば、何か他都市でこ

ういうものもありますけど、そんな休み方もできますねぐらい

の何かそんな感じでもいいのかなというふうに。どうも家族と

一緒に学びの場をつくってどうのこうのとかっちり決めて、そ

れを学校が許可するというところに学校に縛られている感じが

して、何かそこに違和感がやっぱりあるということです。 

 
村田槙 委員  今、澤委員の話をお聞きしながら、すごく自分の中で頭の整

理が自分自身もできてきたところなんですけど、何がやっぱり

引っかかるかというと、この定義の部分なんですね。がっちり



令和６年（２０２４年）９月 教育委員会会議録【９月２６日（木）】 

 58

定義として「自ら考え、企画し、実行することができる日」と

か「校外で体験的な活動をする日」とかいうふうにがちがちに

定義として固めてほしくないんです。 

 先ほど苫野委員もおっしゃっていましたけど、私も、もしお

休みを取りやすくしてくれるためにあったほうがいいというの

であれば、もう理由はもちろん不問で、申請はもちろん普通に

学校を休むときでも欠席の登録はするわけで。そういう欠席の

登録だけで、申請というのはあえてせずに、そして定義という

のをがちがちに決めずにしていただくのであれば、自分の中で

のちょっと反発した気持ちというのが、納得がいき始めたかな

という感じはしています。 

 旅行とかではなく、もちろんこども自身がどうしても一生懸

命頑張り過ぎて、ちょっと気持ちが張り詰めて、何か１日ガス

抜きしたいなとか、ちょっと１日学校へ行かずに家で頭を空っ

ぽにしたいなとか、そういうときにも申請ができるよう日なの

であれば、それはとても有意義な休暇の取り方だと思うので、

家族で過ごすとかこどもが学びを考えて企画とか、そういうが

ちがちに定義を定めずに、本当の意味で安心して休めるような

制度になるんであれば、いいのかなというふうに思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  申請という言い方がいいのかは分かりませんけど、学校を運

営する側とすれば、やはりこどもが休んでいるのに何で休んで

いるのか分からないという状態は困るので、何で休んでいるの

かというのは言ってほしいですよね。風邪で休んでいるのか、

この何とかの日で休んでいるのか、それは何らかないと、誰々

さん来てないよと言って、何々と毎回騒ぐことになっちゃいま

すので。簡単な届出でもいいかもしれません。 

 
村田槙 委員  そもそも今、欠席の届けを出すときにその他というのがあっ

て、明らかに今日ちょっと休ませたほうがいいなと思うような

日があったりとかしたときに、例えばせきとか熱とか鼻水とか

頭痛とか、そういう症状がなくて風邪の症状でも書くところが

ないところに、その他のところで休養と書いて休みの届けを出

したりする日があるんですけど、そういう形で、全く何の理由

もなく欠席しますではもちろんただただ心配をかけるだけだと

思うので、その形で書いて出させていただいているのであれば、

もうそれで十分なんじゃないかなというふうに思います。 
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遠藤洋路 教育長  その場合には、一つ議論しておかなきゃいけないのは、出欠

の扱いというのが、何でこの制度をつくっているのかというと、

欠席にならないということなんですよね。出席停止・忌引等と

いうか、出席しなくていい日にカウントされるわけですね。出

席にもならないけど、欠席にもならないという、いわゆる今ま

でで言えばコロナの感染が不安で休みますみたいな日と同じ扱

いになったり、忌引で休みますというのと同じ扱いになったり

するわけなんで、欠席というのは嫌だというさっき澤委員がそ

んな皆勤賞なんかもうないんだということで言っても、欠席に

なるか欠席にならないのかという違いが一つあるわけですね。 

 欠席にならないのであれば休みたいという、さっき苫野委員

の心理的なハードルでは、そこにハードルがある人もいるんじ

ゃないかなというふうには思います。その場合、じゃ何日まで

なら欠席にならずに休めますよという制度があるというのも一

つ存在意義としてはあるかもしれない、ということですね。そ

れか、もうそもそもみんな欠席でいいんだと、欠席に対する心

理的ハードルを下げようという方向性も、それはそれでいいと

思います。別に給料をもらっているわけじゃないんでね。欠席

したからって何か不利になりませんよということを明示すれ

ば、こどもの意思に反しない限り欠席しても不利になりません

というふうに言うのであれば、それはそれでそういう方向性も

あるのかもしれない。 

 だから、考え方はいろいろあるのと、やっぱり現状を皆さん

がどう思っているのか、現に皆さんがいろんな感覚でいる、欠

席に対する感覚が様々ある中でどういうふうにすれば一番休み

が取りやすいのかなという、そこの何か原則論と現実論という

のかな、そこの違いがやっぱりずれが少しあるんでしょうね、

このテーマはね。だから違和感がやっぱりある。皆さん違和感

があるんですよ。 

  
苫野一徳 委員  すみません。ちょっと現実、今欠席日数が多いと内申に影響

するんですかね。どれくらい影響したりするんでしょうか。 

 
松岡美幸 指導課長  欠席日数、出席日数とかを書くんですけど、それは大きな影

響はないというふうに聞いております。 

 
遠藤洋路 教育長  高校入試の場合、県立高校・市立高校の場合は欠席日数は影

響しません。採点基準が公開されています。その基準となるい
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わゆる調査書の点数というのが成績ですから、欠席が続いたこ

とによって成績が悪くなれば影響しますけど、休んだ日数が多

いかどうかということは関係ないです。 

 ただ、分かりませんよ、私立とか推薦とか何か県立の入試以

外の入試で一切関係ないのかと言われると、ちょっとそこまで

は分かりません。ただ、一般の県立高校というか公立高校を受

ける分には、関係するのは評定です。欠席日数じゃなくて。 

 
澤栄美 委員  今、思い浮かべていたのが、欠席について分かっていないと

いう前提があるとすれば、学校を休むのにはこういうのがあり

ますよという中で、例えば病気欠席、それから事故欠みたいな

のと、それと忌引とか出席停止とかありますよね。その中に入

れ込んでしまうということは可能かなと思ったんですよね。例

えば、欠席にならない日というものの中には忌引とかそういう

のがありますよね。その中に、家族と旅行でこれは「（３日以内）」

とか、そういうのだったらいいのかなと。枠をつくって、学校

に許可を得て何日間でどうのこうのという何かキャンペーンみ

たいなのをすることにものすごく違和感があって、ワーケーシ

ョン的なことを認めるとするならば、欠席にならない日という

ことでそういった家族と一緒に旅行に行ったりとか勉強したり

する日として３日は認められていますとか、そういう通知を出

すぐらいでもいいのかなというふうに今話を聞いていてちょっ

と自分の中では思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  忌引も日数は決まっていますよね、上限がね。 

 
澤栄美 委員  人によってね。 

 
遠藤洋路 教育長  そうですね。だから、両親が亡くなったときと親戚のおばち

ゃんが亡くなったときでは日数が違うので。 

 
澤栄美 委員  ７日とか３日とか。 

 
遠藤洋路 教育長  はい。ですから、そこは確かに日数上限を決めて出席停止・

忌引等の中に入れるという方法もあるかもしれませんね。 

 
小屋松徹彦 委員  まず、一番最初に言ったように、親の側から見たときに土日

に休みが取れない人にとっては、これがあったらいいよねとい
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うことから出発しました。こどもの立場に立ったときに考える

と、欠席にならない休みが取れるというのは後押しになるかな

というのがあると思うんですね。いわゆる企業でいうとワーケ

ーションですよね。仕事の場所を変えて、リフレッシュのため

に。でも仕事の中なんですよね。休みっぽいけど仕事をしてい

る、それの学校側からワーケーションということなんで、やっ

ぱりどうしても学校の枠というのが当然あっての休みという、

それはどこかでつくっておかないかんだろうなと思うんですよ

ね。 

 だから、この定義が必ずしもこれが私もいいとは思っていま

せん。でも何らかの形で定義づけないと休みがやっぱり根拠づ

けられないという部分では、定義を少し変えてでもまずつくる

という、そうした結果、できたら私は３日ぐらいが適当と思い

ますね。これを熊本だとくまなびの日とつけているわけですよ

ね。そのくまなびの日というのをさっき澤さんがおっしゃった

ように休みの中に入れ込むというか、最終的にはそういう形で

しょうけど。家庭で行くならば、そういう理屈をつけないと、

３日の休みというのが簡単に休んでいいよと、これをアナウン

スしてしまうとちょっと乱暴過ぎて、みんながまだ休めるのか

みたいな、そうなってしまっても困るということで定義も必要

だろうなと思うんだけど、この定義がこれでいいかとなってく

ると、ちょっと抵抗がありますね。 

 でも、何らかの形で定義づけないといけないということは必

要かなと思います。 

 
西山忠男 委員  私も小屋松委員と同意見なんですけど、先ほど申し上げまし

たように、要件１や要件２のような何らかの有意義な活動をす

るために学校を休めるという制度はあってもいいんじゃないか

なと思います。こどもたちが学校を休んだことで後ろめたさを

感じないで、自分は有益な活動をしたので、ベルリン・フィル

を見たんだとか、何かそういう気持ちになってくれるとプラス

だと思うんですね。めったに親と触れ合えないのに３日間親と

一緒にいられて楽しかったとか、そういうやっぱりプラスの効

果を与えてくれるような休みであってほしいと思うんですよ

ね。 

 理由不問で休めるんだったら不登校と違わないんじゃないか

と思うんですよ。そういう意味で、後ろにあるバースデー休暇

も私は反対で、誕生日を祝ってもらえないこどもはたくさんい
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るわけだから、こんなものつくったらかえって差別になっちゃ

うので、やっぱり有意義な活動のためのラーケーションという

意味であれば設定してもいいんじゃないかなと思います。 

 
遠藤洋路 教育長  ラーケーションというと、ワーケーションからつくった言葉

なんでしょうが、やっぱりバケーションですよね。どこか行く

とかそれが前提になっているわけですけど、それができないこ

どももいるのにどうするんだという、やっぱりそこが一番問題

なわけですよね。家族旅行に行くということは有意義ですけど、

親がいないこどもはどうするのという、やっぱりそこの差別感

ですね。それが何らか解消してあげないと。必ずしもだから家

族旅行だけが有意義な活動じゃないわけで、こどもが１人で何

か自主学習しますと、家で何かやりますということでも、もし

かしたら自由研究しますでもいいのかもしれないですし。何ら

かプラスのものを求めるのであっても、やはり家族で過ごすと

いうことを限定するというのは、なかなかそうできないこども

にとってはつらいのかなというところがありますけどね。 

 
西山忠男 委員  私は、ラーケーションで家族と旅行に行く人がいたり、ベル

リン・フィルを聞きに１人で行ったりしてもいいと思うんです。

行けない人のほうが多いと思います。実際に利用しているのは

３０％ぐらいですよね。行けない人が歯を食いしばって頑張っ

て勉強して自分が偉くなってやるという、そういう根性です。

私はそういうふうにして考えました。 

 
遠藤洋路 教育長  行けない人は学校来いって。 

 
西山忠男 委員  そう。私はそういうふうに考えます。 

 
小屋松徹彦 委員  私、実は９年間無欠席なんですね。これは、やっぱり自分の

中で何か自信なんですよ、俺は１回も休まんかったというのは

ね。それはそれで評価されていいと思うし、そういう生徒もい

るかもしれない。そのときに、これがあったら休める、でも無

欠席は通せるという、そういうこともあっていいんじゃないか

なと思うんですけどね。 

 
遠藤洋路 教育長  皆さんのご意見を聞いてわかるように、もうこれは気持ちの

問題ですよね。気持ちを制度化するという我々は今難題に挑ん
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でいるわけですよ。だから、どうしたものですかね。 

 
澤栄美 委員  以前、何か父の日とか母の日の取組を学校でやるのをやめよ

うという議論が結構あって、だけど、じゃほかの人たちはどう

するのと、お父さんやお母さんにやっぱり感謝したりとか愛情

を感じたりしなくてもいいのというので、やり方を考えようと

いうふうになったわけですね。２分の１成人式なんかもその一

つですけど、だから、やっぱり悲しい思いをする子がいない状

態で何かできることというふうに考えていくと、できるだけで

すよね。西山委員が言われるように、世の中に出たら理不尽な

ことがあるから歯を食いしばってというのを多分、例えば部活

動でも一緒だと思うんですよね。歯を食いしばって、あれがよ

かったみたいな人もいたりするんだけど、でもできるだけやっ

ぱり悲しい思いをするこどもをつくるような仕組みはやめたほ

うがいいかなと思ったときに、繰り返しになりますけど、学校

を休むというのにはこういうパターンがありますよということ

をまず知らせて、そしてその中に、名前が何になるか分かりま

せんけど、家族と旅行に行ったりとか自分で勉強すると決めた

日を３日間ならば欠席という扱いじゃなくて取れるというよう

なのが明示されると、欠席に対するいろんな人の思いが一つは

っきりと分かるように、共通理解できるようになるかなという

ところがまずは大事かなと思います。 

 小屋松委員が９年間欠席なしで行かれたことは心身ともに健

康であられたんだなと思います。 

 
苫野一徳 委員  ただただ澤委員のご意見に私も賛成という意見です。 

 確かに今までの議論を総括すると、それが一番納得感がある

なというふうに思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  どの辺がですか。 

  
苫野一徳 委員  制度にしてしまうと何か欠席後押し感というのもないわけで

はない。でも、そもそもこういう形で欠席ってできるんですよ

といういろんなパターンの中の一つに落とし込んでみると、別

にその後押しをしているわけじゃなくて、当然そういうもので

すよという感じで、ラーケーションキャンペーンとかにならず

に制度化されていくという、自然な感じがするかなと思いまし

た。 
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遠藤洋路 教育長  なるほど。じゃ忌引とかと並びで何らか理由を、自由研究で

もいいけど、何か、今日は学校じゃなくて別のところにいたい

ですという、そこで何か勉強したいです、有意義なことをして

過ごします、という日を、出席停止・忌引等の理由の中に一つ

加えるということですかね。 

  
苫野一徳 委員  その項目は、何か括弧してそういうこともあったり、でも理

由不問でもいいですよみたいな、そういう感じの括弧書きがい

いんじゃないかなという気がしました。 

 
遠藤洋路 教育長  それは理由不問ということですよね。 

 
苫野一徳 委員  例えばこういうことでもありですよ、基本、理由不問なんで

すけど、ありかなと思いましたね。 

 
遠藤洋路 教育長  そうですね。だから、休みなんだということで言えば、別に

わざわざ何か有意義な活動をしなくても、疲れたから休みます

もありなのかもしれないけど、それと風邪で休みますと、じゃ

何が違うんですかと言われると、そこの違いも分かりませんが、

何らか前向きな理由が欠席にしないなら要るんじゃないかとい

うのも一理あるなというふうには思う。一方で、ここにあるよ

うにやっぱり休息とか余暇とか、休みというもの自体を正面か

ら認めて、何日までなら休んでいいですよとするのも、それは

それで、また別の意義としてはあるのかなというふうには思い

ますよね。 

  
苫野一徳 委員  よく、休むことも仕事だとか言うじゃないですか。そういう

発想から考えて、何か日本人のマインドとしてやっぱり休んじ

ゃ駄目だからとにかくがむしゃらに働かなきゃいけないんだみ

たいなマインドってあると思うんですけど、休まない、大谷み

たいに寝まくらないといけないときというのはあると思うんで

すよね。そういう意味では、ちょっと新しい考え方が日本社会

に入る一つのきっかけになるかもしれませんよね。つまり、休

むということ自体が学ぶことに必要なものなんだという、そう

いうものを入れていくというのはありのかなと思いました。 
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西山忠男 委員  反対です。今のこどもたち、休みたくさんありますよ。それ

で、休みの日に何してるのと聞くと、大学生ですよね。ゲーム

してますと、ほとんどこれですよ。ゲーム、アニメ、もうこれ

しか、おまえら勉強しないのかと言いたくなるぐらい、もうそ

んなことしかしてないですよね。大体週休２日でしょう。夏休

みもあるし冬休みもあるわけですよね。休みは十分あると思い

ますよ、私は。だから反対です。 

 
村田槙 委員  それが、ものすごい量の課題が出るんですよね。土日の２日

間では体の休息が取れないぐらい課題に追われています。以前、

高校生の生徒さんたちとお話をする場があったときも、課題と

かやらなきゃいけないことが多過ぎて自分の時間が取れないと

いうふうに言っていたお子さんがすぐ隣でお話しされていて、

実際、本当にそうだなと今実感しています。 

 もちろん、学校から出された課題ですので、手を抜きなさい

とかほどほどにしなさいとかもちろん言っちゃいけないんです

けど、思わず、もうやめたらと言いたくなるくらい、やっぱり

真面目にちゃんと全部終わらせないと、と思えば思う子である

ほど、とても苦しい思いをしているんですよね。夏休みも本当

にずっと課題をやっていました。 

 なかなか時間のメリハリとかをどういうふうにつくるかとい

うのも、また自分が社会人になっていく上での自分の時間の使

い方の勉強になるのかもしれないですけど。ただ、思っている

以上にこどもたちが忙しいなというのは、今自分がそばで見て

いてちょっと感じてはいるところです。 

 ただ、私も先ほどのお話からの流れですけど、西山委員と同

じで、バースデー休暇だけはもう断固反対で、そういうのは絶

対にやめたほうがいいというふうに思っています。 

 結局のところ理由不問になるんじゃないかというみたいな話

になりましたけど、やっぱり申請というか、ふだんの欠席の届

けの中での選択肢の在り方という形で考えていくというのと、

まずは学校が絶対行かなきゃいけない場所じゃないんだよとい

うのは、いや、ないんだよと言うと何か語弊ですけど、そうい

う自分のため、こどものためになる休みなんであれば取っても

いいんじゃないかというふうに、まず家庭とかに、こどもたち

自身もですけど、思ってもらえるような話を一生懸命伝えてい

くことが大事なんだなというふうに、今いろんな方のお話を聞

きながら思いました。 
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 例えばですけど、今さっき自由研究というのが一言出ておら

れて、うちは毎年息子とチョウを育てているんですけど、モン

シロチョウとかナミアゲハとかいっぱいいるようなチョウの羽

化はもう本当、何十匹、何百匹とこの何年かで見てきたんです

が、たまにすごく珍しいチョウを育てるときがあって、今日も

う羽化すると分かるんですよね、サナギの色とか形の変化とか

でですね。どうしても本当は見たいですよね。学校に行かずに

今日はこのチョウの羽化を見たい、けど学校に行かなきゃいけ

ないというので、一生懸命私、ビデオとかでスタンバって羽化

を撮っているんですけど、そういう羽化をする瞬間を見るとい

うのもまた、小学校３年生でチョウの勉強がありましたけど、

それもまた大事な学びの一環だし、そういうものの休みも取れ

たらこどものためにはいいんじゃないかなというふうにちょっ

と自分の体験を考えたところでした。 

 
西山忠男 委員  いや、そんなに課題がたくさん出ていると思いませんでした。

みんな塾に行っているじゃないですか、夜中にね。土日も行っ

ている。あれだけ塾に行っているんだから課題は出ていないん

だろうと思っていたんですけど、どうなんですか、実態は。 

 
遠藤洋路 教育長  学校にもよるのかもしれませんけど、西山委員が見ている大

学生と、小中学生、高校生が違うかもしれませんね。 

 だから、今日皆さんのご意見を聞いて、やっぱり好きなよう

に休んで家族旅行に行く人から皆勤賞の人までいるし、ゲーム

ばっかりやっている人から課題に追われている人もいるし、や

っぱりいろんな幅が非常にあって、自分の周りで見ている人た

ちだけが全体じゃないということはよく分かりましたよね。 

 
小屋松徹彦 委員  大人社会では有給休暇ってありますよね。それのこども版と

考えればいいんじゃないかなと。で３日ぐらいはそういう有給

休暇に相当するこどもが休める日というのが私はあってもいい

かなと思います。 

 
澤栄美 委員  今、欠席はタブレットでですかね。お知らせですか。 

 

松岡美幸 指導課長  全ての状況はちょっと分かりませんけど、多分電話だったり

タブレット、スマホを通してというような形ではないかと思い

ます。 
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澤栄美 委員  さっき村田委員がその他に丸をつけてとか言われていたでし

ょう。その中に、年に３日なら３日の何か、ネーミングがちょ

っと難しいと思うんですけど、自由に遊べる日というようなの

を入れて、１回取ったらそこはもう取れないみたいな感じにす

るとか、何かしたらいいのかなと今思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  村田委員がおっしゃったのは、欠席の理由の中にその他とい

うのがあるという話ですかね。 

 
村田槙 委員  そうです。欠席とか遅刻の届出を保護者がするときの理由の

ところが、主にやっぱりけがとか病気がほとんどなんですけど、

その他とか自由に、そこに該当しないもので自分たちで書く欄

というのがあって、そこに書いたりとかという形で欠席とか遅

刻の届けは今出していると。 

 
遠藤洋路 教育長  そうすると、出席停止・忌引等の理由の中に「その他」とい

うのをつくって、「（３日まで）」とすればいい。 

 
澤栄美 委員  もう項目としてそこにあればですね。 

 
遠藤洋路 教育長  そうすれば確かに何でも理由はよくて、欠席にならずに休め

るということですね。ただ、西山委員はそんなのじゃ有意義な

活動とは言えないだろうという反対があるのかもしれません。 

 
小屋松徹彦 委員  「ざまやすみ」とかね。「くまなびの日」とかね。 

 
遠藤洋路 教育長  名前は別に「その他」なら一番目立たなくていいですけど。

そんなにアピールしたいというよりは、休みやすくなるという

ことが今は目的なんでしょうから。 

  
苫野一徳 委員  日本のこどもたちは割と忙しいということも関係するんです

けど、それは理由はゲームとかの場合もあるとは思うんですけ

ど、睡眠時間が日本のこどもたち、世界的に圧倒的に短いとい

う、日本人全体を見て国際的にもとんでもなく短いというのが

言われていますわね。それは本当に私、去年ぐらいも言ったよ

うな気がするんですけど、ものすごく心配していまして、後々

の健康にものすごく大きなウエートを与えると思うんですよ
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ね。 

 これも以前ちょっとここで議論されたことがあって、現実に

は難しいよねという話はあったんですけど、アメリカなんかだ

ともう特に思春期は体内時計がぐっとずれ込んで夜型になるら

しいんですよね。夜型が基本になるので、早寝早起きがすごく

苦手になるらしいんですね、思春期って。そこを無理やり朝早

くに起きて学校へ行くので頭がもうろうとした状態でずっと授

業を受けているので、始業時間を 1 時間とか１時間半とかずら

すだけで成績がかなり上がるみたいな、そういうことも結構ア

メリカではやられているみたいなんですけど、そういうことを

考えると、こどもたち、とにかく睡眠時間が足りないと思うん

ですよ。五、六時間の中学生とかざらにいますよね。 

 こういうことを考えると、始業時間を遅らせるのが難しかっ

たとしても、そういう休めるときがあって、何か寝だめも本当

は生理学的にはよくないらしいんですけど、でもやっぱりゆっ

くり休息できる時間というのをちょっと確保してあげたいなと

いうのはすごく切実に思っています。 

 
遠藤洋路 教育長  なるほど。つまり睡眠とか休養も家族旅行とかベルリン・フ

ィルと同じぐらい有意義だというふうに位置づけるということ

ですかね。それもあるかもしれませんね。 

 
苫野一徳 委員  その他の定義ですかね。 

 
遠藤洋路 教育長  睡眠休暇ですか。そうですね。寝てなきゃいけないの。それ

もきついですね。起きちゃったら。 

  
澤栄美 委員  欠席の理由は、保護者の判断だと思うんですよね。この子は

疲れているから休ませたいなと私もやっぱり思っていたし、自

分も時々ずる休みしていたので分かるんです。ただの休養だっ

たんですよ、自分の中で。やっぱりそういうふうに欠席に対す

る妙なハードルみたいなのを、必要以上のハードルみたいなの

を下げるためにも、そういうこともありなんだなと思ってもら

うのが一番の目的かなというふうに思いました。 

 
遠藤洋路 教育長  大分、最初と違って意見がまとまってきましたね。最初と違

ってと言ったら失礼ですが。 

 出席停止・忌引等の中にそういうその他みたいな理由で休め
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る日を何日か設けるという案はかなり現実的なことなのかなと

いう。それならもちろんそこで家族旅行に行ってもいいし、睡

眠でもいいしということですね。誕生日でもいいですね。バー

スデー休暇は私はいいかなと。そのぐらいの遊び心があっても

いいんじゃないかなと思ったんだけど、そんなに断固反対と言

われたらそこまで提案はしませんけど、どうですかね。 

 
村田槙 委員  もう大分私もいろんなお話やご意見を聞いて、大分自分の中

でも頭の中が整理されたんで、やはり特に定義の中で、まず家

族で過ごすとか家族の旅行前提で定義化するのはやめてほしい

ということと、名前がどうであれ、名前はどうでもいいんです

けど、バースデーだけはやめてほしいなという、それだけちょ

っと自分の中で思っているところです。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。「その他」という最高に地味な名前です。 

 あとは、西山委員がそれでいいのかというところで少し気に

はなりますが。 

 
西山忠男 委員  私は、個人的には有意義な活動に使ってもらいたいと思って

いるだけの話で、規制するつもりはありません。 

 
遠藤洋路 教育長  分かりました。じゃ、何となくそんなことで、どう思います

かということを今後、こどもたちや保護者、そして教職員の意

見を聞いてみて、改めてここで、じゃどうしますかという話を

してみるという、そんなことでよろしいですか。はい、分かり

ました。 

 何と、最初どうなることかと思いましたけど、意外とまとま

りましたね。議論というのはしてみるものですね。ありがとう

ございます。 

 
澤栄美 委員  対話ですね。 

 
遠藤洋路 教育長  対話ですね、はい。 

 では、この辺で自由討議は終了させていただいてよろしいで

しょうか。 

  
〔閉会〕  
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遠藤洋路 教育長  本日の会議日程は全て終了いたしました。 

 以上で令和６年９月定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 


